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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着座中に姿勢を改善するための矯正装置であって、
　ユーザの太股を受けるように構成された前部（１０１）と、ユーザの下部骨盤領域を受
けるように構成されボウル部（２０）とで形成された基部（１２）を備え、
　前記ボウル部（２０）は、
　柔軟性の異なる複数の領域を有する中央部（１０２，１０３）と、
　柔軟性の異なる複数の領域を有し、概して凹形状となるように前記中央部（１０２，１
０３）から傾斜した側面部（１０４，１０５）とにより形成され、
　前記側面部（１０４，１０５）および前記前部（１０１）は、ともに前記中央部（１０
２，１０３）を取り囲むように配置され、
　前記ボウル部（２０）の外表面を下面として座面上に置かれた状態でユーザの下部骨盤
領域が前記ボウル部（２０）内に収まると、前記側面部（１０４，１０５）は、前記座面
から見て上方向への圧縮力および前記凹形状の内方向への圧縮力を下部骨盤領域に加える
ことによって、下部骨盤領域にアクティブな安定した支持を提供し、
　前記ボウル部（２０）には、前記側面部（１０４，１０５）から前記中央部（１０２，
１０３）を通って前記前部（１０１）まで伸びるとともに、前記ボウル部（２０）の外表
面方向に張り出した凹形の窪んだ部分（１１０）がさらに形成され、
　前記凹形の窪んだ部分（１１０）は、前記基部の他の領域に対して柔軟性の低い部分を
含み、
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　前記側面部（１０４，１０５）は、前記前部（１０１）へと伸びて結合し、前記凹形の
窪んだ部分（１１０）よりも高い柔軟性を有する伸長領域を含み、
　前記側面部（１０４，１０５）から前記中央部（１０２，１０３）を通って前記前部（
１０１）に至る方向に沿った前記ボウル部（２０）の断面形状は、前記ボウル部（２０）
が前記外表面を下面として前記座面上に置かれた状態において前記座面上で回転できるよ
うな弓形であり、
　前記ボウル部（２０）は、ユーザが前記矯正装置（１００）上に着座すると、ユーザの
下部骨盤領域が前記ボウル部（２０）内に収まっていない状態の非体重負荷位置から、ユ
ーザの下部骨盤領域が前記ボウル部（２０）内に収まった状態の体重負荷位置へと回転し
、
　前記体重負荷位置における重心の均衡点の位置は、回転によって前記非体重負荷位置に
おける重心の均衡点の位置よりも、着座状態におけるユーザの前方方向に移動し、
　前記ボウル部（２０）が前記体重負荷位置に回転することによって、ユーザの下部骨盤
領域を前方に回転傾斜させて、前弯腰椎が適切な前弯曲線を描くような前弯位置に骨盤を
保持する、矯正装置。
【請求項２】
　前記側面部（１０４，１０５）は、上端のある弓型の背面部および上端のある側面領域
を含み、前記背面部は前記側面領域によって左右が囲まれており、前記背面部および側面
領域はそれぞれ、前記ボウル部（２０）の背面部と側面領域を形成しており、
　前記側面部（１０４，１０５）の前記背面部および側面領域は、前記ボウル部の他の領
域よりも柔軟性の低い前記伸長領域を備えており、
　前記伸長領域は、前記前部（１０１）へと伸びて結合し、
　前記伸長領域は、より高い柔軟性を有する前記他の領域のために、前記前部（１０１）
に下方向にかかる力によって、前記ボウル部（２０）の前記背面部および側面領域の上端
に上方向および内方向への動きを生じさせる、請求項１に記載の矯正装置。
【請求項３】
　前記凹形の窪んだ部分（１１０）は、側面部（１０４，１０５）の前記背面部の上端か
ら前記中央部（１０２，１０３）を通って前記前部まで伸びており、前記凹形の窪んだ部
分（１１０）は前記伸長領域と同様の柔軟性を有し、
　前記凹形の窪んだ部分（１１０）は、前記座面において、前記非体重負荷位置と前記体
重負荷位置との間で前記矯正装置を回転するような弓形状を有する、請求項２に記載の矯
正装置。
【請求項４】
　前記ボウル部（２０）は、前記座面との接触部分から前記前部に向かって上方へ伸びる
傾斜部分（１１１）を有し、
　前記傾斜部分（１１１）は、骨盤領域の坐骨結節の前方への動きを妨げることによって
、ユーザーの下部骨盤領域を前方に旋回して、重心の均衡点が前記体重負荷位置にある状
態でユーザの骨盤を前弯位置に保持し、その結果、下部骨盤領域がボウル部にある時に、
ユーザーの動きに反応して、重心の均衡点の上に坐骨結節が維持され、
　前記伸長領域は、ユーザーの臀筋を支えて包み込むことによって、ユーザーの坐骨結節
に継続的に圧縮力をかける、請求項３に記載の矯正装置。
【請求項５】
　前記伸長領域は、前記ボウル部（２０）の前記背面部および側面領域の上端に沿った平
面領域を有し、
　前記伸長領域は、前記側面部の他の領域よりも比較的柔軟性が低く、前記前部に下向き
の力がかかった時に、上方向および内方向への歪みを生じさせる、請求項４に記載の矯正
装置。
【請求項６】
　前記中央部（１０２，１０３）には、前記凹形の窪み部分（１１０）と交差するととも
に前記凹形の窪み部分（１１０）から左方向および右方向に伸びている骨盤着座領域（３
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）が形成され、
　前記骨盤着座領域（３）は、前記凹形の窪み部分（１１０）と同様の柔軟性を有してお
り、
　前記中央部（１０２，１０３）はさらに、前記骨盤着座領域を取り囲む、より柔軟性の
高い領域を有しており、そして、
　前記前部（１０１）は、前記側面部および前記中央部に隣接し、前記伸長領域よりも柔
軟な前部領域を有する、請求項５に記載の矯正装置。
【請求項７】
　前記凹形の窪んだ部分は、前記凹形の窪んだ部分を取り囲む前記基部の他の部分よりも
厚く、
　前記凹形の窪んだ部分は、前記座面上において前記非体重負荷位置と前記体重負荷位置
との間で前記矯正装置を回転させるように前記基部の底面から外表面方向へ突き出ている
、請求項１に記載の矯正装置。
【請求項８】
　前記ボウル部（２０）の前記背面部および前記側面領域の上端の上方向および内方向へ
の動きによって、前記ボウル部に収まったユーザーの下部骨盤領域の臀筋が包み込まれ、
支えられる、請求項７に記載の矯正装置。
【請求項９】
　ユーザーの下部骨盤領域が前記ボウル部（２０）に収まると、着座中のユーザーのねじ
る動作により、前記基部（１２）がねじれることによって前記ボウル部（２０）の前記背
面部がねじれ、
　前記ボウル部（２０）の前記背面部および前記側面領域の上端における上方向および内
方向への動きは、ユーザーの下部骨盤領域のねじれに従って下部骨盤領域に上方向および
内方向への圧縮力を与え、前記ボウル部（２０）を前記体重負荷位置に維持したまま、ユ
ーザーの下部骨盤領域を前方に回転傾斜して前弯位置にする、請求項８に記載の矯正装置
。
【請求項１０】
　異なる柔軟性を有する領域は、前記基部（１２）のさまざまな厚さの領域を含む単一層
の形状記憶プラスチックにより形成され、より厚い領域は、相対的に薄い領域よりも柔軟
性に乏しい、請求項９に記載の矯正装置。
【請求項１１】
　前記基部（１２）は、さまざまな厚さの領域を有する形状記憶プラスチックにより形成
される、請求項１０に記載の矯正装置。
【請求項１２】
　着座中に姿勢を改善するための矯正装置（１００）であって、前記矯正装置は、基部（
１２）を備え、
　前記基部（１２）は、
　ユーザーの太股を受けるように構成された、１つ以上の個別の前部セクションを備えた
前部（１０１）と、
　一対の隣接する個別の中央セクション（１０２，１０３）を備えた中央部と、
　概して凹形状となるように前記中央セクション（１０２，１０３）から傾斜し部分的に
隣接する一対の個別の側面セクション（１０４，１０５）を備えた側面部とを備え、前記
側面セクション（１０４，１０５）は前記中央セクション（１０２，１０３）の側面にあ
り、前記中央セクションを部分的に取り囲んでおり、そして、
　前記矯正装置（１００）には、前記側面セクション（１０４，１０５）から前記中央セ
クション（１０２，１０３）を通って前部まで前記基部の縦方向の中心線に沿って伸びる
、凹形の窪んだ部分（１１０）が形成され、
　各中央セクション（１０２，１０３）には異なる柔軟性を有する複数の領域があり、各
側面セクション（１０４，１０５）には異なる柔軟性を有する複数の領域があり、
　前記側面セクション（１０４，１０５）および前記前部セクション（１０１）は共に前
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記中央セクション（１０２，１０３）を取り囲んでボウル部（２０）を形成し、
　前記ボウル部（２０）の外表面を下面として座面上に置かれた状態でユーザーの下部骨
盤領域が前記ボウル部に収まった時に、前記ボウル部は、ユーザーの下部骨盤領域を受け
るとともに、アクティブな安定した支持のために前記側面セクション（１０４，１０５）
は、前記座面から見て上方向への圧縮力および前記凹形状の内方向への圧縮力を下部骨盤
領域に動的にかけ続けるように構成されており、そして、
　前記凹形の窪んだ部分（１１０）は、前記基部の他の領域に対して柔軟性の低い部分を
含み、
　前記側面部（１０４，１０５）は、前記前部（１０１）へと伸びて結合し、前記凹形の
窪んだ部分（１１０）よりも高い柔軟性を有する伸長領域を含み、
　前記ボウル部（２０）の外表面は、座面上に配置されると前記座面上で回転するように
湾曲しており、
　前記ボウル部（２０）は、ユーザが前記矯正装置（１００）上に着座すると、ユーザー
の下部骨盤領域が前記ボウル部（２０）に収まっていない状態の非体重負荷位置から、ユ
ーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まっている状態の体重負荷位置へと回転し、
　前記体重負荷位置における重心の均衡点の位置は、回転によって前記非体重負荷位置に
おける重心の均衡点の位置よりも、着座状態におけるユーザの前方方向に移動し、
　前記ボウル部（２０）が前記体重負荷位置に回転することによって、ユーザーの下部骨
盤領域を前方に回転傾斜させて、前弯腰椎が適切な前弯曲線を描くような前弯位置に骨盤
を保持する、矯正装置。
【請求項１３】
　各側面セクション（１０４，１０５）は、上端のある弓型の背面部および上端のある側
面領域を有し、前記側面セクション（１０４，１０５）の前記背面部および前記側面領域
は、前記ボウル部（２０）の背面部および側面領域を形成し、
　各側面セクション（１０４，１０５）の前記背面部および側面領域は、前記ボウル部の
他の領域よりも柔軟性の低い前記伸長領域を備えており、そして、
　前記伸長領域は前部（１０１）へと伸びて結合し、
　前記伸長領域は、より高い柔軟性を有する前記他の領域のために、前記前部（１０１）
に下方向にかかる力によって、前記ボウル部（２０）の前記側面セクション（１０４，１
０５）の前記背面部および側面領域の上端に上方向および内方向の動きを生じさせる、請
求項１２に記載の矯正装置。
【請求項１４】
　前記凹形の窪んだ部分（１１０）は、前記ボウル部（２０）の前記背面部の上端から前
記中央部を通って前記前部（１０１）まで伸びており、前記凹形の窪んだ部分（１１０）
は前記伸長領域と同様の柔軟性を有し、
　前記凹形の窪んだ部分（１１０）は、前記座面において前記非体重負荷位置と前記体重
負荷位置との間で矯正装置を回転するような弓形状を有する、請求項１３に記載の矯正装
置。
【請求項１５】
　前記中央セクション（１０２，１０３）は、前記座面との接触部分から前記前部（１０
１）に向かって上方へ伸びる傾斜部分（１１１）を有し、前記傾斜部分（１１１）は、骨
盤領域の坐骨結節の前方への動きを妨げることによって、ユーザーの下部骨盤領域を前方
に旋回して、重心の均衡点が前記体重負荷位置にある状態でユーザの骨盤を前弯位置に保
持し、その結果、下部骨盤領域がボウル部にある時に、ユーザーの動きに反応して、重心
の均衡点の上に坐骨結節が維持され、
　前記伸長領域は、ユーザーの臀筋を支えて包み込むことによって、ユーザーの坐骨結節
に継続的に圧縮力をかける、請求項１４に記載の矯正装置。
【請求項１６】
　複数のセクション（１０１，１０２，１０３，１０４，１０５）は接続機構（１７）に
よって可動的に相互に接続され、前記側面セクション（１０４，１０５）および前記前部
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セクション（１０１）は共に前記中央セクション（１０２，１０３）を取り囲んでおり、
　前記伸長領域は、前記ボウル部（２０）の前記背面部および側面領域の上端に沿った平
面領域を有し、
　前記伸長領域は、前記側面セクションの他の領域よりも比較的柔軟性が低く、前記前部
セクション（１０１）に下向きの力がかかった時に、上方向および内方向への歪みを生じ
させる、請求項１５に記載の矯正装置。
【請求項１７】
　前記凹形の窪んだ部分は、前記凹形の窪んだ部分を取り囲む前記基部の他の部分よりも
厚く、
　前記凹形の窪んだ部分は、前記座面上において前記非体重負荷位置と前記体重負荷位置
との間で前記矯正装置を回転させるように前記基部の底面から外表面方向へ突き出ている
、請求項１２に記載の矯正装置。
【請求項１８】
　各中央セクション（１０２，１０３）には、他方の中央セクションに隣接する骨盤着座
領域（３）が形成され、
　前記骨盤着座領域は、前記中央セクションの他の領域より比較的柔軟性が低い、請求項
１７に記載の矯正装置。
【請求項１９】
　前記前部セクション（１０１）は、前記側面セクションおよび前記中央セクション（１
０２，１０３，１０４，１０５）に隣接し、前記の側面部の前記伸長領域よりも柔軟性が
高い前部セクション領域を有する、請求項１８に記載の矯正装置。
【請求項２０】
　前記ボウル部（２０）の前記側面セクション（１０４，１０５）の弓型の背面部および
前記側面セクションの上端の上方向および内方向への動きによって、前記ボウル部に収ま
ったユーザーの下部骨盤領域の臀筋が包み込まれ、支えられる、請求項１９に記載の矯正
装置。
【請求項２１】
　ユーザーの下部骨盤領域が前記ボウル部（２０）に収まると、着座中のユーザーのねじ
る動作により、前記基部（１２）がねじれることによって前記ボウル部（２０）の前記背
面部がねじれ、
　前記ボウル部（２０）の前記背面部および前記側面領域の上端における上方向および内
方向への動きは、ユーザーの下部骨盤領域のねじれに従って下部骨盤領域に上方向および
内方向への圧縮力を与え、前記ボウル部（２０）を前記体重負荷位置に維持したまま、ユ
ーザーの下部骨盤領域を前方に回転傾斜して前弯位置にする、請求項２０に記載の矯正装
置。
【請求項２２】
　異なる柔軟性を有する領域は、前記基部（１２）のさまざまな厚さの領域を有し、より
厚い領域は、相対的に薄い領域よりも柔軟性に乏しい、請求項２１に記載の矯正装置。
【請求項２３】
　前記基部（１２）は、さまざまな厚さの領域を有する単一層の形状記憶プラスチックに
より形成される、請求項２２に記載の矯正装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般には整形器具、具体的にはシーティング整形器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　関連出願に対する相互参照
　本出願は、２００９年１月２３日に提出された米国仮特許出願第６１／１４７，０５３
号に対する優先権を主張し、参照によって本明細書に組み込まれる。
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【０００３】
　発明の背景
　椅子とソファは通常、臀部および腰部を支持する組立部で構成され、一般に複数のバネ
、バネに載せるクッションまたはパッド、およびクッションカバーを備えた支持構造物を
持つ。これらの組立品は、バネ構造により柔軟性はあるが、あらかじめ決まった固定され
た形状となっており、このような家具を使う人は最大限の快適さを得るために、これらの
組立品に対して体の位置を調整する必要がある。
【０００４】
　椅子、ソファなどの範疇に入る人間工学的な支持物は数多くあり、それには、柔軟で弾
力性のある支持部分が含まれていて、快適さをもたらすために体に順応する。臀部および
腰部を支えるためのこれらすべての座面は、曲線状か非平面状かに関係なく、複数の片持
ち梁を形成することができ、人体を調整することで座面の支持部分に順応させるのとは逆
に、機械部品なしで自動的に人体の動きに合わせて調整され、順応する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　臀部の肥大（一般に「秘書太り」という。秘書がデスクワークをしながら間食して臀部
が太ることから）は、不適切な姿勢と同様に骨盤と背骨に害を及ぼすことが現在わかって
いる。人間工学的なシーティング装置がどれほど快適でも、人体測定的に測定されたシー
ティング装置に座り続けると、ほとんどの人は背骨に反復的な圧力損傷を受ける結果とな
る。米国特許第５，８８７，９５１号は、ユーザーの骨盤領域を支える均一的な厚さの部
材を持つシーティング装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　発明の概要
　本発明は、着座中の姿勢を改善する方法と装置を提供した。本発明の一実施形態では、
着座中の姿勢を改善するための矯正装置を提供する。本矯正装置は基部からなり、基部は
ユーザーの太股を受けるために構成された前部、ユーザーの下部骨盤領域を受けるために
構成されたボウル部からなり、ボウル部は中央部と上向きに傾斜した側面部からなる。側
面部と前部はともに中央部を取り囲む。
【０００７】
　中央部には、さまざまな柔軟性を持つ複数の部分があり、側面部にもさまざまな柔軟性
を持つ複数の部分があり、ボウル部は、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まった際
に上方および内部に圧縮力を適用するために構成されている。
【０００８】
　ボウル部は、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まっていない時の第１位置、ユー
ザーの下部骨盤領域がボウル部に収まっている時の第２位置（回転によって第１位置より
も前になる）の間の支持面で回転し、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まった後で
、下部骨盤領域を前方に回転傾斜して前弯位置にする。
【０００９】
　本発明の別の実施形態では、矯正装置を使用して着座中の姿勢を矯正するためのプロセ
スを提供する。
【００１０】
　本発明のその他の面と長所は、以下の詳細説明によって明らかになる。詳細説明と図面
を併用することで、本発明の原則を例示する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１ａ】図１ａは本発明の実施形態に従って、姿勢を矯正し、ユーザーの臀部肥大を抑
えるためのシーティング装置の斜視図を示すものであり、シーティング装置には厚さの異
なる複数の部位がある。
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【図１ｂ】図１ｂは本発明の実施形態に従って、図１ａの右側面図のシーティング装置の
支持面を示すものであり、ユーザーがシーティング装置に近づいて座ろうとしている時の
骨格を表している。
【図１ｃ】図１ｃは本発明の実施形態に従って、図１ｂの装置の右側面図を示すものであ
り、ユーザーがシーティング装置に接触している。
【図１ｄ】図１ｄは本発明の実施形態に従って、図１ｃの装置の右側面図を示すものであ
り、ユーザーがシーティング装置に収まって、第２の形状ができ、骨盤と背骨が完全に前
弯になっている。
【図１ｅ】図１ｅは、後弯腰椎と後弯骨盤の解剖学的な側面図を示す。
【図１ｆ】図１ｆは、図１ｅの解剖学的な後弯腰椎と後弯骨盤に相当する、機械ロボット
の解剖学的な骨格の側面図を示す。
【図１ｇ】図１ｇは、前弯腰椎と前弯骨盤の解剖学的な側面図を示す。
【図１ｈ】図１ｈは、図１ｇの解剖学的な前弯腰椎と前弯骨盤に相当する、機械ロボット
の解剖学的な骨格の側面図を示す。
【図２ａ】図２ａは本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置に着座したユ
ーザーの側面図を示すものであり、ユーザーは固い支持面に座り、シーティング装置は体
重負荷位置にある。
【図２ｂ】図２ｂは本発明の実施形態に従って、図２ａのシーティング装置にユーザーが
着座している解剖学的な背面図を示す。
【図２ｃ】図２ｃは本発明の実施形態に従って、ユーザーが背骨を曲げて図１ａのシーテ
ィング装置に着座している解剖学的な背面図を示すものであり、その際、シーティング装
置はその軸上でねじれた状態になっている。
【図２ｄ】図２ｄは本発明の実施形態に従って、ユーザーが背骨を曲げて図２ｃのシーテ
ィング装置に着座している解剖学的な側面図を示すものであり、その際、シーティング装
置はその軸上でねじれた状態になっている。
【図２ｅ】図２ｅは本発明の実施形態に従って、ユーザーが図１ａのシーティング装置に
着座している解剖学的な背面図を示すものであり、その際、シーティング装置は柔らかい
座面上にある。
【図２ｆ】図２ｆは本発明の実施形態に従って、ユーザーが図２ｆのシーティング装置に
着座している解剖学的な背面図を示すものであり、その際、シーティング装置は柔らかい
座面上にある。
【図２ｇ】図２ｇは本発明の実施形態に従って、ユーザーが図１ａのシーティング装置に
着座している解剖学的な背面図を示すものであり、その際、シーティング装置は、フレー
ムに収まった座席底面の間の柔軟な繊維メッシュ上にある。
【図２ｈ】図２ｈは本発明の実施形態に従って、ユーザーが図２ｈのシーティング装置に
着座している解剖学的な側面図を示すものであり、その際、シーティング装置は、フレー
ムに収まった座席底面の間の柔軟な繊維メッシュ上にある。
【図３ａ】図３ａは本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置の上から見た
平面図を示すものであり、複数の部位からなるシーティング装置の幅と長さ、シーティン
グ装置の長軸に沿った凹形の溝を示している。
【図３ｂ】図３ｂは本発明の実施形態に従って、図３ａのシーティング装置の斜視図を示
すものであり、シーティング装置の長軸に沿った凹形の溝を示している。
【図３ｃ】図３ｃは図３ａに類似しているが、より大きく拡大されて、シーティング装置
が着座したユーザーの体重を受ける際、第２の形状になる時に生じる変化を点線で示して
いる。
【図３ｄ】図３ｄは図３ｃと非常によく似ているが、着座したユーザーが右に体をひねっ
た際、体重が基部にかかり、さらに基部がねじれた時に生じる変化を点線で示している。
【図３ｅ】図３ｅは図３ｃと非常によく似ているが、着座したユーザーが左に体をひねっ
た際、体重が基部にかかり、さらに基部がねじれた時に生じる変化を点線で示している。
【図４ａ】図４ａは本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置の上から見た
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平面図を示すものであり、シーティング装置の基部の各部位のさまざまな厚さ領域を示し
ている。
【図４ｂ】図４ｂは本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置の上から見た
平面図を示すものであり（オプションの背の部分付き）、シーティング装置の基部の各部
位のさまざまな厚さ領域を示している。
【図４ｃ】図４ｃは本発明の実施形態に従って、図４ａのシーティング装置の斜視図を示
すものであり、シーティング装置の基部の各部位のさまざまな厚さ領域を示している。
【図５】図５は本発明の実施形態に従って、図３ｂのシーティング装置の斜視図を示すも
のであり、シーティング装置の凹形の溝と背面部を示している。
【図６ａ】図６ａは本発明の実施形態に従って、シーティング装置と複数の個々の部位を
上から見た平面図を示す。
【図６ｂ】図６ｂは本発明の実施形態に従って、図６ａのシーティング装置の斜視図を示
すものであり、複数の部位の接続メカニズムを示すために複数の部位を分解した状態で示
している。
【図６ｃ】図６ｃは本発明の実施形態に従って、シーティング装置の統合座席底面の構成
を示すものであり、矢印は、体重負荷がかかっていない形状からたかかっている形状にシ
ーティング装置が変移する際の、各部位の動きを示す。
【図６ｄ】図６ｄは本発明の実施形態に従って、体重負荷がかかっていない形状からかか
っている形状にシーティング装置が変移する際の、図６ｃのシーティング装置の斜視図を
示す。
【図６ｅ】図６ｅは本発明の実施形態に従って、図６ｃのシーティング装置の斜視図を示
すものであり、体重負荷がかかっている形状にシーティング装置が変移した状態を示す。
【図６ｆ】図６ｆは本発明の実施形態に従って、図６ｅのシーティング装置の斜視図を示
すものであり、体重負荷がかかっている形状にシーティング装置が変移した状態を示す。
【図６ｇ】図６ｇは本発明の実施形態に従って、図６ｃのシーティング装置に対して体重
負荷がかかっていない形状の時の斜視図を示すものであり、側面部の重なりと中央部の重
なりを示す。
【図６ｈ】図６ｈは本発明の実施形態に従って、図６ｇのシーティング装置の側面斜視図
を示す。
【図６ｉ】図６ｉは本発明の実施形態に従って、図６ｇと６ｈのシーティング装置の側面
斜視図を示す。
【図６ｊ】図６ｊは本発明の実施形態に従って、シーティング装置のもう１つの統合座席
底面構成の底部斜視図を示すものであり、シーティング装置は体重負荷がかかっていない
形状にあり、円錐形は、シーティング装置の部位を操るために、シーティング装置の部位
をサポート環境に接続できる箇所を示している。
【図６ｋ】図６ｋは本発明の実施形態に従って、図６ｊのシーティング装置に体重負荷が
かかっている形状の時の底部斜視図を示す。
【図６ｌ】図６ｌは本発明の実施形態に従って、図６ｊのシーティング装置に体重負荷が
かかっている形状の時の（背面部を除いた）底部斜視図を示す。
【図６ｍ】図６ｍは本発明の実施形態に従って、図６ｊのシーティング装置に体重負荷が
かかっていない形状の時の上から見た底部平面図を示す。
【図６ｎ】図６ｎは本発明の実施形態に従って、図６ｊの右側面図のシーティング装置を
示すものであり、シーティング装置に近づいて座ろうとしている時のユーザーの、機械ロ
ボットによる解剖学的な骨格を表している。
【図６ｏ】図６ｏは本発明の実施形態に従って、図６ｎのシーティング装置の右側面図を
示すものであり、機械ロボットの解剖学的な骨格がシーティング装置に接触している。
【図６ｐ】図６ｐは本発明の実施形態に従って、図６ｏのシーティング装置の右側面図を
示すものであり、機械ロボットの解剖学的な骨格がシーティング装置に収まって、第２の
形状ができ、骨盤と背骨が完全に前弯になっている。
【図７ａ】図７ａは本発明の実施形態に従って、図１ａの装置の支持面上の右側面図を示
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すものであり、図１ｃの図を図１ｄの図に重ね合わせている。
【図７ｂ】図７ｂは本発明の実施形態に従って、図７ａのシーティング装置の背後から見
た断面図Ｅ－Ｅを示すものであり、ユーザーがシーティング装置の正面部に太股遠位を押
しつける前の坐骨結節骨盤を示している。
【図７ｃ】図７ｃは本発明の実施形態に従って、図７ａのシーティング装置の背後から見
た断面図Ｅ－Ｅを示すものであり、結節と骨盤が完全に合わさって、体重負荷のかかって
いるシーティング装置の中央部位に筋組織で収まっている状態を示す。
【図８ａ】図８ａは本発明の実施形態に基づいて、図１ｃに対応する、シーティング装置
と機械ロボットの解剖学的な骨格の側面を示す。
【図８ｂ】図８ｂは本発明の実施形態に従って、図１ｄに対応する、シーティング装置と
機械ロボットの解剖学的な骨格の側面図を示すものであり、シーティング装置は前傾した
体重負荷位置にある。
【図８ｃ】図８ｃは本発明の実施形態に従って、図８ｂのシーティング装置の側面図を示
すものであり（機械ロボットの解剖学的な骨格はなし）、体重負荷位置にあるシーティン
グ装置の傾斜／回転のために重心の均衡点が変わり、中央部が傾斜している状態を示す。
【図８ｄ】図８ｄは本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置の正面斜視図
を示すものであり、矢印は、体重負荷がかかっていない形状からかかっている形状にシー
ティング装置が変移する際の各部位の動きを示す。
【図９】図９は本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置の背面図を示すも
のであり、ユーザーがシーティング装置に着座している時の骨格を示す。
【図１０ａ】図１０ａは本発明の実施形態に従って、図８ｃのシーティング装置の側面図
を示すものであり、シーティング装置の体重負荷位置を示す。
【図１０ｂ】図１０ｂは本発明の実施形態に従って、図１０ａのシーティング装置の体重
負荷位置の断面図Ｇ－Ｇを示すものであり、体重負荷のかかっていない位置を点線で重ね
て示し、シーティング装置の体重負荷位置のカッピング効果を示している。
【図１０ｃ】図１０ｃは本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置の体重負
荷位置の背面図を解剖学的な図で示すものであり、矢印は、骨盤・坐骨結節の翼下部に内
側への圧力をかける臀筋を包み込んでいる状態を示す。
【図１０ｄ】図１０ｄは、本発明の実施形態に従って、図１０ｃのシーティング装置が柔
らかい支持面に載っている時の体重負荷位置の背面図を示すものであり、ユーザーが片側
に傾いた時にシーティング装置が臀筋を包み込んだままの状態をいかに維持するかを示す
。
【図１０ｅ】図１０ｅは本発明の実施形態に従って、図１０ａのシーティング装置の非体
重負荷位置の断面図Ｇ－Ｇを示す。
【図１０ｆ】図１０ｆは本発明の実施形態に従って、図１０ａのシーティング装置の断面
図Ｇ－Ｇを示すものであり、非体重負荷位置をその上に重ねて点線で示している。
【図１１ａ】図１１ａは本発明の実施形態に従って、本発明のシーティング装置がない状
態でシーティング面に着座しているユーザーを示すものであり、矢印は不適切な圧力の分
散および翼に似た骨盤の座位における下部骨盤の外側への動きを示す。
【図１１ｂ】図１１ｂは本発明の実施形態に従って、図１０ｃの体重負荷のかかっている
シーティング装置にユーザーが着座している状態を示すものであり、矢印は圧力の適切な
分散、体重負荷のかかっているシーティング装置の背面部・側面部による収まりと支え、
翼に似た骨盤の座位における下部骨盤の内側への動きを示す。
【図１２ａ】図１２ａは本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置の非体重
負荷位置を点線で重ねた上面斜視図を示すものであり（シーティング装置の体重負荷位置
は実線で示す）、シーティング装置の非体重負荷位置から体重負荷位置にかけての重心の
均衡が前方に変位する様子を示す。
【図１２ｂ】図１２ｂは本発明の実施形態に従って、図１２ａのシーティング装置の底部
斜視図を示す。
【図１２ｃ】図１２ｃは本発明の実施形態に従って、図１２ａのシーティング装置の断面
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図を示す。
【図１２ｄ】図１２ｄと図１２ｅは本発明の実施形態に従って、図１ａに対応する側面図
と背面図をそれぞれ示すものであり、シーティング装置の体重負荷位置を実線で重ねてい
る。点線のシーティング装置の体重負荷位置は、着座したユーザーが右に状態を回転した
ために縦軸と横軸でねじれている。
【図１２ｅ】図１２ｄと図１２ｅは本発明の実施形態に従って、図１ａに対応する側面図
と背面図をそれぞれ示すものであり、シーティング装置の体重負荷位置を実線で重ねてい
る。点線のシーティング装置の体重負荷位置は、着座したユーザーが右に状態を回転した
ために縦軸と横軸でねじれている。
【図１２ｆ】図１２ｆと図１２ｇは本発明の実施形態に従って、図１ａに対応する側面図
と背面図をそれぞれ示すものであり、シーティング装置の体重負荷位置を実線で重ねてい
る。点線のシーティング装置の体重負荷位置は、着座したユーザーが右に状態を回転した
ために縦軸と横軸でねじれている。
【図１２ｇ】図１２ｆと図１２ｇは本発明の実施形態に従って、図１ａに対応する側面図
と背面図をそれぞれ示すものであり、シーティング装置の体重負荷位置を実線で重ねてい
る。点線のシーティング装置の体重負荷位置は、着座したユーザーが右に状態を回転した
ために縦軸と横軸でねじれている。
【図１３ａ】図１３ａは本発明の実施形態に従って、シーティング装置に着座したユーザ
ーの実際の圧力図を示すものであり、重心インジケーターが示されている。
【図１３ｂ】図１３ｂは、従来の人間工学シートに着座したユーザーの実際の圧力図の底
面図を示すものであり、重心インジケーターが示されている。
【図１４ａ】図１４ａ～図１４ｉは本発明の実施形態に従って、着座したユーザーの体重
下の体重負荷位置にある図１ａの装置のさまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格
で示すものであり、着座したユーザーが長時間、自然に座っている間に動くために生じる
背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位置を示している。
【図１４ｂ】図１４ａ～図１４ｉは本発明の実施形態に従って、着座したユーザーの体重
下の体重負荷位置にある図１ａの装置のさまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格
で示すものであり、着座したユーザーが長時間、自然に座っている間に動くために生じる
背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位置を示している。
【図１４ｃ】図１４ａ～図１４ｉは本発明の実施形態に従って、着座したユーザーの体重
下の体重負荷位置にある図１ａの装置のさまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格
で示すものであり、着座したユーザーが長時間、自然に座っている間に動くために生じる
背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位置を示している。
【図１４ｄ】図１４ａ～図１４ｉは本発明の実施形態に従って、着座したユーザーの体重
下の体重負荷位置にある図１ａの装置のさまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格
で示すものであり、着座したユーザーが長時間、自然に座っている間に動くために生じる
背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位置を示している。
【図１４ｅ】図１４ａ～図１４ｉは本発明の実施形態に従って、着座したユーザーの体重
下の体重負荷位置にある図１ａの装置のさまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格
で示すものであり、着座したユーザーが長時間、自然に座っている間に動くために生じる
背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位置を示している。
【図１４ｆ】図１４ａ～図１４ｉは本発明の実施形態に従って、着座したユーザーの体重
下の体重負荷位置にある図１ａの装置のさまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格
で示すものであり、着座したユーザーが長時間、自然に座っている間に動くために生じる
背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位置を示している。
【図１４ｇ】図１４ａ～図１４ｉは本発明の実施形態に従って、着座したユーザーの体重
下の体重負荷位置にある図１ａの装置のさまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格
で示すものであり、着座したユーザーが長時間、自然に座っている間に動くために生じる
背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位置を示している。
【図１４ｈ】図１４ａ～図１４ｉは本発明の実施形態に従って、着座したユーザーの体重
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下の体重負荷位置にある図１ａの装置のさまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格
で示すものであり、着座したユーザーが長時間、自然に座っている間に動くために生じる
背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位置を示している。
【図１４ｉ】図１４ａ～図１４ｉは本発明の実施形態に従って、着座したユーザーの体重
下の体重負荷位置にある図１ａの装置のさまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格
で示すものであり、着座したユーザーが長時間、自然に座っている間に動くために生じる
背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位置を示している。
【図１５】図１５は本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置の実施形態を
示すものであり、シーティング装置には基部とファブリックフォームの上張りがあり、基
部とフォームの上張りの厚さが示されている。
【図１６ａ】図１６ａ～図１６ｃは本発明の実施形態に従って、さまざまな面からユーザ
ーが図１ａのシーティング装置に着座した様子（ユーザーの状態が片側にねじれている）
を示すものであり、体が動き、ねじれている時に、シーティング装置がどのように坐骨を
前弯位置にねじって調整するかを示す。
【図１６ｂ】図１６ａ～図１６ｃは本発明の実施形態に従って、さまざまな面からユーザ
ーが図１ａのシーティング装置に着座した様子（ユーザーの状態が片側にねじれている）
を示すものであり、体が動き、ねじれている時に、シーティング装置がどのように坐骨を
前弯位置にねじって調整するかを示す。
【図１６ｃ】図１６ａ～図１６ｃは本発明の実施形態に従って、さまざまな面からユーザ
ーが図１ａのシーティング装置に着座した様子（ユーザーの状態が片側にねじれている）
を示すものであり、体が動き、ねじれている時に、シーティング装置がどのように坐骨を
前弯位置にねじって調整するかを示す。
【図１７ａ】図１７ａは本発明の実施形態に従って、図１ａのシーティング装置の基部の
側面図を示すものであり、窪んだ凹形の溝の詳細を示す。
【図１７ｂ】図１７ｂは、図１７ａの基部の断面図を示すものであり、図１ａの線Ａ－Ａ
に沿った切断面となっている。
【図１８ａ】図１８ａは本発明の実施形態に従って、図３Ａ～図３Ｂのシーティング装置
の基部の上から見た平面図を示す。
【図１８ｂ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｃ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｄ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｅ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｆ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｇ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｈ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｉ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
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Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｊ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｋ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｌ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｍ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１８ｎ】図１８ｂ～図１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、
Ｆ－Ｆ、Ｇ－Ｇ、Ｈ－Ｈ、Ｉ－Ｉ、Ｊ－Ｊ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの各断面図
を示す。
【図１９】図１９は本発明の実施形態に従って、姿勢位置のプロセスに関するフローチャ
ートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の詳細な説明
　本発明は、姿勢を矯正し、臀部の肥大を抑えるための方法と装置を提供する。本発明に
従った装置の一実施形態は、着座中の姿勢を矯正するための矯正装置を具備する。本矯正
装置は、ユーザーの太股を受けるために構成された前部とユーザーの下部骨盤領域を受け
るために構成されたボウル部を含めた基部を備え、ボウル部は中央部と上向きに傾斜した
側面部を備え、側面部と前部は併せて中央部を取り囲んでいる。中央部にはさまざまな（
つまり、異なる）柔軟性を持つ複数の領域があり、側面部にもさまざまな柔軟性を持つ複
数の領域がある。ボウル部は、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まった時に、上方
および内部への圧縮力をかけるように構成されている。
【００１３】
　ボウル部は、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まっていない時の第１位置、ユー
ザーの下部骨盤領域がボウル部に収まっている時の第２位置（回転によって第１位置より
も前になる）の間の支持面で回転し、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まった後で
、下部骨盤領域を前方に回転傾斜して前弯位置にする。本発明に従った本矯正装置の実施
例を以下に説明する。
【００１４】
　図１ａは本発明に従って、着座したユーザーが利用するための矯正シーティング装置（
シーティング整形器具）１００の実装例を示すものであり、本シーティング装置は着座し
たユーザーの骨盤全体を前傾させると共に、着座したユーザーの骨盤下部と坐骨結節を効
果的に包み込む。坐骨結節は図９のｉで示されている。図９に示す骨盤領域の部位または
構成要素は次の通りである。ａは恥骨弓、ｂは仙骨、ｃは尾骨、ｄは腸骨稜、ｆは恥骨結
合稜、ｇは後部骨盤帯、ｈは寛骨臼、ｉは坐骨結節、ｍは筋組織、ｐは骨盤、ｓは背骨、
ｔは大腿部、ｗはさまざまな幅の軟組織。
【００１５】
　図１ａに示す斜視図で、装置１００は基部１２を備える。装置１００ではさらに、基部
１２上にフォームなどのパッド層１３（図１５）がある。パッド層１３は、他図での基部
１２の描写を明確にするために図１５のみに示されている。
【００１６】
　基部１２は、ユーザーの太股を受けるために構成された１つ以上の前部１０１で構成さ
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れる前部を備えている。基部はさらに、隣接する一対の中央部１０２と１０３を構成する
中央部を備える。基部はさらに、上方に傾き部分的に隣接する一対の側面部１０４と１０
５を構成する側面部を備え、中央部１０２と１０３の側面にあり、これらを部分的に取り
囲んでいる。
【００１７】
　図４ａは、基部１２を上から見た平面図を示すものであり、基部１２の部位（セクショ
ン）１０１～１０５のさまざまな厚さ領域を示す。中央部１０２と１０３にはそれぞれ、
さまざまな柔軟性を持つ複数の領域があり、側面部１０４と１０５にはそれぞれ、さまざ
まな柔軟性を持つ複数量の領域がある（図４ａ）。側面部１０４，１０５は、概して凹形
状となるように中央部１０２，１０３から傾斜している。側面部１０４、１０５、および
前部１０１は共に中央部１０２と１０３を取り囲むことで、中央部と側面部は共にボウル
部２０を形成する（一般に図８ａ、図８ｂ、図１０ｂで描かれている）。ボウル部２０は
一般に、部位１０２、１０３、１０４、および１０５によって形成される。ボウル部は、
外表面を下面として座面上におかれた状態でユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まっ
た時に、ユーザーの下部骨盤領域を受け、座面から見て上方向への圧縮力および凹形状の
内方向への圧縮力をかけ、下部骨盤領域にアクティブな安定した支持を提供するように構
成されている。
【００１８】
　図１ｂは、支持面４０上の装置１００の右側面図を示すものであり、装置１００に近づ
いて座ろうとしているユーザーの解剖学的な図を示す。図１ｂでは、装置１００は第１位
置（つまり、非体重負荷位置）にある。図１ｃは、ユーザーが装置に接触して座る動作を
続け、装置１００に体重を移し続ける移行状態を示す。
【００１９】
　ボウル部はさらに、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まっていない時の第１位置
（図１ｂ）、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まっている時の第２位置（図１ｄ。
回転によって第１位置よりも前になる）の間の支持面４０で回転し、ユーザーの下部骨盤
領域がボウル部に収まった後で、下部骨盤領域を前方に角度θで回転傾斜して前弯位置に
する。図１ｄは本発明に従って、ユーザーが完全に装置１００に着座した状態を示すもの
であり、ユーザーの下部骨盤領域の臀筋が装置１００に収まって、第２の形状ができ、骨
盤と背骨が完全に前弯になっている。図１ｄでは、装置１００は第２の位置（つまり、体
重負荷位置）にある。
【００２０】
　図２ａは、固い支持面４０に置かれた装置１００に着座したユーザーの側面図を示すも
のであり、装置１００は体重負荷位置にある。図２ｂは、図２ａの体重負荷のかかってい
る装置１００に着座するユーザーの背面図を示す。さらに図２ｃは、ユーザーが装置１０
０に着座する際に背骨ｓをひねったユーザーの動作の背面図を示し、基部１２はユーザー
のひねり動作により、その軸上でねじれた状態にあり、装置１００は体重負荷位置となっ
ている。図２ｄは、図２ｃの側面図を示す。図に示すように体重負荷位置にある装置１０
０は、下部骨盤領域がボウル部に収まった後で、下部骨盤領域を前方に回転傾斜して前弯
位置にする。
【００２１】
　図２ｅは、一般に柔らかい支持面４０ａ（クッションなど）に置かれた装置１００に着
座したユーザーの背面図を示すものであり、装置１００は体重負荷位置にある。図２ｆは
、図２ｅの体重負荷のかかっている装置１００に着座するユーザーの側面図を示す。図２
ｇは、一般に柔らかい支持面４０ａ（フレームに収まった座席底面の間の柔軟な繊維メッ
シュなど）に置かれた装置１００に着座したユーザーの背面図を示すものであり、装置１
００は体重負荷位置にある。図２ｆは、図２ｅの体重負荷のかかっている装置１００に着
座するユーザーの側面図を示す。図に示すように体重負荷位置にある装置１００は、下部
骨盤領域がボウル部に収まった後で、下部骨盤領域を前方に回転傾斜して前弯位置にする
。
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【００２２】
　図１ａに示す装置１００の斜視図では、基部１２は複数の部位１０１、１０２、１０３
、１０４、および１０５を備えており、ユーザーが装置１００に着座している時に、非常
に適切な体重負荷による第２形状が作られるように構成されている。詳細を以下に示す。
【００２３】
　装置１００に着座しているユーザーへの反応として、部位１０１、１０２、１０３、お
よび１０４（ここで記述されているように、これらは共にボウル部または中央部を形成）
の作用によって、ユーザーの下部骨盤領域の臀筋が包み込まれ、支持される。ユーザーが
装置１００に着座すると、ユーザーがどのような動作をしても、基部１２は動的な支えを
継続的に適用して骨盤を安定させ、適切な前弯曲線を描くように骨盤を保持する。基部１
２のさまざまな柔軟性を持つ複数の領域により、基部１２は形状を効果的に「リセット」
して、基本的に安定した持続的な傾斜プロセスでユーザーを支えることで、ユーザーの下
部骨盤領域がボウル部に収まった後で、ユーザーの下部骨盤領域を前方に傾斜させて前弯
位置になるようにする。これにより、特に骨盤の安定と着座したユーザーの快適さを実現
するために設計された従来のシーティング装置によるどのような利点よりも大きい、明確
な矯正上の利点を提供する。
【００２４】
　部位１０１は一般に前部と呼ぶ。中央部１０２と１０３は一般に中央または中央部と呼
ぶ。側面部１０４と１０５は一般に背面および／または側面部と呼ぶ。１０１～１０５の
各部位には、さまざまな柔軟性を持つ１つ以上の領域があり、これらが合わさることで基
部１２に対して、前記の第２の位置で非常に効果的な体重負荷（第２形状）状態をもたら
す。さらに後述するように、本発明の一例では、基部１２は形状記憶ナイロンまたはプラ
スチック素材でできている。ここに述べられている本実施形態において、基部１２のさま
ざまな柔軟性を持つ領域は、さまざまな相対的な厚さを持つ基部素材の領域によって実現
し、これらの領域は共に、使用中に非常に効果的な体重負荷（第２形状）を基部１２にも
たらす。より厚みのある領域はより薄い領域に比べて、曲げ力への柔軟性が少ない。
【００２５】
　図４ａは、基部１２を上から見た平面図を示すものであり、基部１２の部位１０１～１
０５のさまざまな（異なる）厚さ領域を示す。図面４ａを直接見下ろすと、領域の厚さの
深さが異なっているのがわかる（領域には厚さを示すさまざまな断面図がある）。この例
では、部位１０１には領域１Ａ、１Ｂ、１Ｃ－１、１Ｃ－２、１Ｄ－１、１Ｄ－２が含ま
れる。部位１０２には２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ、２Ｅ、２Ｆ領域が含まれる。部位１０３には領
域３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ、３Ｅ、３Ｆが含まれる。部位１０４には領域４Ｃ、４Ｄ－２、４Ｅ
、４Ｄ－１、４Ｆが含まれる。部位１０５には領域５Ｃ、５Ｄ－２、５Ｅ、５Ｄ－１、５
Ｆが含まれる。
【００２６】
　図４ａは、部位１０１～１０５の各種領域の厚さの例を異なる点刻ごとにグラデーショ
ンで示すものであり、図面下部にある対応する凡例の点刻は各種領域について、約１．５
ｍｍ（厚さ指標“Ａ”によって示される最も暗い部分、つまり点刻が最も密集している部
分）から約３．５ｍｍ（厚さ指標“Ｆ”によって示される明るい薄い部分、つまり点刻の
集まりが最も少ない部分）のおおよその厚さを例示している。たとえば、厚さＡの領域は
約１．５ｍｍの厚さがあり、厚さＢの領域は約１．７５ｍｍの厚さがあり、厚さＣの領域
は約２．０ｍｍの厚さがあり、厚さＤの領域は約２．５ｍｍの厚さがある。厚さＥの領域
は約３．０ｍｍの厚さがある。厚さＦの領域は約３．５ｍｍの厚さがある。その他の相対
的な厚さ範囲も使用される場合がある。図４ｃは図４ａの基部１２の斜視図を示すもので
あり、基部１２の部位のさまざまな厚さ領域を示している。
【００２７】
　図４ａでは、前記の厚さ指標Ａ～Ｆが基部１２の領域の名称の一部として使用されてい
る。領域４Ｆと５Ｆは最も厚い領域（３．５ｍｍ厚など）で、１Ａは最も薄い領域である
。図４ａの中央軸（つまり、縦軸）Ａ－Ａ左側の領域について、以下に一連の領域のリス
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トを示す（最も厚い領域から最も薄い領域へと、厚さは順に減っていく）。｛４Ｆ，２Ｆ
｝、｛４Ｅ，２Ｅ｝、｛２Ｄ，４Ｄ－１，４Ｄ－２，１Ｄ－１｝、｛２Ｃ，４Ｃ，１Ｃ－
１｝、｛１Ｂ，２Ｂ｝、および｛１Ａ｝。中央線Ａ－Ａの右側領域は、対応する中央線Ａ
－Ａの左側領域と同じ厚さである。特に、線Ａ－Ａの右側の一連の領域を以下にリストす
る（最も厚い領域から最も薄い領域へと、厚さは順に減っていく）。｛５Ｆ、３Ｆ｝、｛
５Ｅ、３Ｅ｝、｛３Ｄ、５Ｄ－１、５Ｄ－２、１Ｄ－２｝、｛３Ｃ、５Ｃ、１Ｃ－２｝、
｛１Ｂ、３Ｂ｝、および｛１Ａ｝。
【００２８】
　部位１０１の領域１Ａと１Ｂは、基部１２の中で比較的薄く、より柔軟な領域である。
領域２Ｆ、３Ｆ、４Ｆ、５Ｆは基部１２の中で比較的厚く、柔軟性により乏しい領域であ
る。一基部１２の一般的な“Ｍ”形ゾーンは領域２Ｆ、３Ｆ、４Ｆ、５Ｆ、４Ｅ、３Ｅ、
４Ｄ－２、５Ｄ－２、１Ｄ－１、１Ｄ－２を備える。一般的な“Ｍ”形ゾーンと一致する
のは一般的な“Ｕ”形ゾーンで、基部１２の領域４Ｄ－１、５Ｄ－１、４Ｃ、５Ｃ、２Ｄ
、３Ｄ、２Ｃ、３Ｃ、１Ｂ、１Ａを備え、“Ｕ”形ゾーンの最下部（領域１Ａ）は最も薄
く最も柔軟性に富む。
【００２９】
　図３ａは、基部１２の上から見た平面図を示すものであり、基部１２の幅Ｗと長さＬを
示している。図３ｂは、図３ａの基部１２の前部上面斜視図を示す。図に示すように、基
部１２には凹形の溝（つまり、凹形の窪んだ部分）１１０があり、軸Ａ－Ａに沿って側面
部１０４，１０５から中央部１０２，１０３を通って前部１０１まで部分的に伸びており
、基部１２の下部から外表面方向に突き出ている。領域２Ｆ、３Ｆ、４Ｆ、および５Ｆの
部位は前記の凹形の窪んだ溝１１０を形成する。図４ａに示すように、部位１０４、１０
５の背面と側面の領域４Ｆ、５Ｆは、基部１２の中で最も厚く柔軟性に乏しい領域である
。同様に、部位１０４、１０５の領域２Ｆ、３Ｆも基部１２の中で最も厚く柔軟性に乏し
い領域である。したがって、凹形の溝１１０は基部１２の中で最も厚くて柔軟性に乏しい
領域で形成されている。凹形の溝は、凹形の尾骨の杯状領域１１０ａ（図３ａ）も形成し
て、さまざまな尾骨角度をとれるようにし、装置１００の領域１１０の面が仙骨関節の下
部と尾骨に接触しないようにしている。図１７ａは、基部１２の側面図を示し、図１７ｂ
は図１７ａの基部の断面図を示すもので、図１ａの線Ａ－Ａに沿った切断面となっており
、凹形の溝１１０を示す。
【００３０】
　装置１１０の平均的な寸法の例は、幅約１２．６２５インチ（つまり、３２．３５ｃｍ
）幅、長さ約１４．６２５インチ（つまり、３７．６ｃｍ）である（図３ａ）。対照的に
、従来の座席底面（たとえば、柔軟な織りメッシュ、フォーム、プラスチック、木など）
の平均サイズは約２１．６インチ幅、約１７．９インチ長（座席底面の幅２０．２５、長
さ２１．２５の例もある）である。このような従来の座席底面の寸法は静的なサブシート
底面に適用される。従来の座席底面とは異なり、装置１００は着座したユーザーの臀部の
形に単に順応するのではなく、部位１０４と１０５は非直観的に内側および上方に動いて
臀部を収容する。支持面は従来の静的な座席底面である場合があり、その上に装置１００
が置かれる場合がある。従来のシートは、多数の素材、織られた柔軟な繊維（金属の骨組
みの間に取り付けられる）、さまざまな密度の曲線状のフォームパッド、プラスチック、
木、金属などの固い素材で作ることができる。
【００３１】
　凹形の溝１１０は、部位１０４と１０５（領域４Ｆと５Ｆ）の背面部１６のところで、
下向きに伸びた凹部分を備え、縦軸の中央線／軸Ａ－Ａに対称的に沿って、部位１０２と
１０３（領域２Ｆと３Ｆ）まで続く。凹形の溝１１０は部位１０１の直前で終わる。凹形
の溝１１０は、中央ボウル部２０に着座したユーザーの尾骨のおおよその場所に配置され
ており、領域１１０ａは、着座したユーザーの尾骨領域にかかる可能性のある大きい圧力
を排除する役割を果たす。
【００３２】
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　図５は、図３ｂの基部１２の斜視図を示すものであり、凹形の溝１１０を示し、さらに
基部１２の背面部（部分）１６を示している。背面部１６には、部位１０４と１０５の領
域４Ｆと５Ｆの部分が含まれる。
【００３３】
　図３ａと図３ｂに示すように、凹形の溝１１０の深さは、部位１０４と１０５の上端か
ら部位１０２、１０３を通って部位１０１に伸びるにつれて徐々に浅くなる。図１８ｂ～
１８ｎは、図１８ａに示すＢ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ、Ｆ－Ｆ、Ｏ－Ｏ、Ｈ－Ｈ、
Ｉ－Ｉ、Ｋ－Ｋ、Ｌ－Ｌ、Ｍ－Ｍ、Ｎ－Ｎの切断面に沿った各断面図を示す。図１８ｂ～
１８ｎは、基部１２の全般的な断面図の厚さを示し、さらに前記の凹形の溝１１０の深さ
と厚さが徐々に変化する状態を示している。凹形の溝１１０は、基部１２の底部から外表
面方向に突き出している（図１８ｂ）。
【００３４】
　基部１２のボウル部には底面があり、側面部１０４，１０５から中央部１０２，１０３
を通って前部１０１に至る方向に沿った断面形状は少なくとも一部は弓型をしていて、ボ
ウル部が支持面（座面）上に置かれた状態で、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収ま
っていない時の前記の第１位置（非体重負荷位置）と、ユーザーの下部骨盤領域がボウル
部に収まっている時の、回転によって第１位置よりも前になる第２位置（体重負荷位置）
との間で支持面で回転するように構成されている。ボウル部には底面があり、少なくとも
一部は、凹形の窪んだ溝１１０の底部に沿って弓型になっており、第１位置と第２位置と
の間で支持面で回転するように構成されている。
【００３５】
　凹形の窪んだ溝１１０は基本的に、下方に伸びたホイール状の構造物として機能し、基
部１２の底部から突き出ており（図１８ｂ）、ユーザーの体の下にある装置１００の非体
重負荷位置から体重負荷位置までの基部の前方への回転を促進する。例では、凹形の溝１
１０は最も幅広の部分５５ｍｍで約１０ｍｍの深さがあり、幅は４０ｍｍへと小さくなる
。装置１００は溝１１０により、座席底面を含めたあらゆる種類のシーティング面で回転
する（図２ａ～図２ｈ）。溝１１０は一般に、中央部１０２、１０３の円形の骨盤着座ゾ
ーン３と交わり（図１ａ）、領域２Ｆ、３Ｆ、２Ｅ、３Ｅの部分を備えます（図４ａ）２
Ｅと３Ｅに沿った比較的厚い領域２Ｆと３Ｆは、ユーザーの骨盤底を凹形の溝１１０で支
える前記の着座ゾーン３となる。
【００３６】
　部位１０４と１０５は図１ａで示すように、上向きに傾斜している。部位１０４の領域
４Ｆは、上端と共にボウル部の弓型の背面部と側面領域を形成する。部位１０５の領域５
Ｆは、上端と共にボウル部のもう１つの弓型の背面部と側面領域を形成する。領域４Ｆ、
５Ｆは４Ｅ、５Ｅ、４Ｄ－２、５Ｄ－２、１Ｄ－１、および１Ｄ－２と共に、ボウル部の
他の領域よりも柔軟性の低い伸長領域（伸長部）を形成する。伸長領域は部位１０２と１
０３の周囲と両側から前部１０１につながり（図４ａ）、ユーザーの太股から部位１０１
への下向きにかかる力により、ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まった後、背面と
側面の領域（４Ｆ、５Ｆ、４Ｅ、３Ｅを含む）の上端が上方向と内向きに動く。一般に伸
長領域より柔軟性の高い（そして、一般に凹形の溝１１０の領域よりも柔軟性の高い）基
部１２の他の領域により、前記伸長領域は、前記部位１０１の下方向にかかる力に反応し
て、上方向と内側に動くことが可能になる。ほぼそれと同時に、基部１２の底部から突き
出ている凹形の溝１１０は、ユーザーの体の下にある装置１００の非体重負荷位置から体
重負荷位置までの基部の前方への回転を促進する。
【００３７】
　図３ａと図３ｂに示すように、基部１２の前部は、一般に唇のような形をした前部１０
１を備える。部位１０４と１０５は上方に傾斜し、部位１０２と１０３は一般に上方に傾
斜し、部位１０４と１０５に近接している。上方にカーブした側面１０４と１０５は、線
Ａ－Ａから始まり、前記の凹形の溝１１０を形成する（図３ａ、３ｂ）。部位１０４、１
０５は部位１０１に達するまで、部位１０２と１０３の周りを取り囲む。上方にカーブし
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た側面部１０４と１０５は、中央部１０２と１０３よりやや高く上方に伸びており、側面
部１０４と１０５は基本的に、前部１０１と背面部／側面部１０４と１０５の間で基部１
２の中央部全体にわたって伸びている縦の中央線軸Ａ－Ａから等距離にある。
【００３８】
　図４ａに示すように、１０４と１０５の両側面部はバンドタイプで、それぞれに５つの
領域がある。部位１０４と１０５は共に、領域１Ｃ－１、１Ｄ－１、４Ｄ－２、４Ｅ、４
Ｆ、５Ｆ、５Ｅ、５Ｄ、１Ｄ－１、１Ｃ－１の上端部を取り囲んでいる。さらに、部位１
０４と１０５は共に、領域２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ、３Ｄ、３Ｃ、３Ｂで部位１０２と１０３に
隣接する領域４Ｄ－１、４Ｃ、５Ｄ－１、５Ｃの上端部を取り囲んでいる。基本的に、部
位１０４の５つすべての領域、および部位１０５の５つすべての領域は、ユーザーの下部
骨盤領域が中央のボウル部２０に収まった時に張力を受ける。
【００３９】
　図４ａの領域２Ｅと３Ｅによって示される骨盤底の着座ゾーン３（図３ａ）は、平均的
な骨盤出口（その中央に配される坐骨結節の基部）に比例したサイズの領域となる。部位
１０２と１０３（領域２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ、２Ｅ、２Ｆ、３Ｆ、３Ｆ、３Ｅ、３Ｄ、３Ｃ、
３Ｂを含む）は、中央ボウル部２０の部分を形成する（図１０ｂ）。
【００４０】
　中央部１０２と１０３は、下部骨盤領域および下部骨盤と尾骨に接する筋肉を囲むボウ
ル部を形成する。図９に一般に示すように、臀部の軟組織は通常、基部１２の部位１０２
、１０３から側面部１０４と１０５、前部１０１に流れるため、基部１２全体で着座した
ユーザーの体重を支えることを理解する必要がある。
【００４１】
　それぞれ側面部１０２と１０３に沿って伸びている部位１０４と１０５は、部位１０１
および部位１０４と１０５の上部／背面部（図５、図８ｄ）の間で伸びている伸長ゾーン
を形成する。
【００４２】
　側面部１０４と１０５の領域（つまり、バンド領域１Ｃ－１、１Ｄ－１、４Ｄ－２、４
Ｅ、４Ｆ、５Ｆ、５Ｅ、５Ｄ、１Ｄ－２、１Ｃ－２）は、ユーザーが中央部１０２、１０
３に着座した時に、背面部１６を前方（つまり、図８ｄの矢印１０４ａと１０５に沿って
）に引く役割をする。さらに、ユーザーの太股遠位の底部は前部１０１にかかる。背面部
１６の前方への動きは、部位１０４と１０５が内側（つまり、図８ｄの矢印１０４ｂと１
０５ｂに沿って）に動くのを助け、臀部の筋肉と梨状筋が極めて望ましい状態で圧縮され
る結果となる。それにより、部位１０４と１０５はユーザーの坐骨結節を包み込み、図９
に示すように筋組織をドーム状に包む形状となる。臀部の筋肉は、望ましい緩んだ状態が
維持される。
【００４３】
　図１０ａは、体重負荷位置にある基部１２の側面図と切断面Ｇ－Ｇを示すものであり、
図１０ｂに示すように切断面Ｇ－Ｇの断面図が取られている。図１０ｂは、基部１２の非
体重負荷位置の形状を点線で示し、ユーザーの骨盤領域がボウル部２０に収まった時の基
部１２の体重負荷位置の形状を実線で示し、基部１２の体重負荷位置のカッピング効果を
示している。
【００４４】
　図１０ｅ、１０ｆは、２種類のモードまたは状況下の基部１２の断面図を表すものであ
り、これらの図は前述の切断面Ｇ－Ｇの位置で取られたものである。図１０ｅは、着座し
たユーザーの体重負荷がかかっていない時の基部１２の構成（第１の形状）を示す。この
場合、装置の特性深度はＹ１によって示され、特性幅はＸ１によって示される。図１０ｆ
は、着座したユーザーの体重負荷がかかっている時の基部１２の構成（第２の形状）を示
す。図１０ｆは部位１０２と部位１０３の中央部を示し、装置１００の部位１０４と部位
１０５の側面／背面部は、ユーザーの体重負荷がかかっている時にはより深く湾曲した構
成となり、装置の新しい深さはＹ２によって示されるように、装置のＹ１の深さを超える
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。これにより、ユーザーの体重負荷がかかっている時の基部１２の中央部２０の体積は増
加する。
【００４５】
　例では、１０ｅの深さ寸法Ｙ１は約１．５インチとなり、深さ寸法Ｙ２は最大約３．０
インチとなる。別の例として、幅寸法Ｘ１は約１２．７５インチ、幅寸法Ｘ２は最小１０
．５０インチの狭さとなる。
【００４６】
　図１０ｂは図１０ｅと１０ｆを重ねた図であり、それぞれが部位１０２と１０３の上部
に沿って伸び、唇のような形の部位１０１と基部１２の背面部１６の間で一種の張力メカ
ニズムとなっている、上部に湾曲した側面部１０４、１０５の内側のカッピング効果を強
調するものである。側面部１０４と１０５のリーフスプリング状のバンド領域（つまり、
１Ｃ－１、１Ｄ－１、４Ｄ－２、４Ｅ、４Ｆ、５Ｆ、５Ｅ、５Ｄ、１Ｄ－２、１Ｃ－２）
のさまざまな厚さは、ユーザーが部位１０２、１０３に着座し、着座したユーザーの体重
によって張力がかかっている時に、背面部１６を前方に引く役割を果たす。基部の体重負
荷位置（図１０ｆ）は、側面部１０４、１０５が着座したユーザーの体重下で内側に、そ
してやや上方向に押し上げていることを明確に示している。それに対し、図１０ｅの非体
重負荷位置は、図１０ｆで着座ユーザーの体重下にある時よりも側面部１０４、１０５の
位置が実際に低くなっていることを示す。したがって、側面部１０４、１０５は、体重の
下方向への圧力によって下方向に曲がっているのではない。
【００４７】
　図８ａは、装置１００およびユーザーの生体構造を機械ロボットの解剖学的骨格で表し
た詳細な側面図を示す。図８ａ（およびその他の図）の機械ロボットの解剖学的骨格図は
、他の図で示す人間の生体構造と同じであり、装置１００とその働きを示す図を簡素で明
確にするために使用されている。比較のため、図１ｅ～図１ｈは、機械ロボットの解剖学
的骨格図とユーザーの生体構造の一般的な関係を示す。特に、図１ｅは、後弯腰椎と後弯
骨盤のユーザーの解剖学的な側面図を示す。図１ｆは、図１ｅの解剖学的な後弯腰椎と後
弯骨盤に相当する、同等の機械ロボットの解剖学的な骨格の側面図を示す。おおよその角
度δ＝２０°は、骨盤後部の傾きを示す。図１ｇは、前弯腰椎と前弯骨盤のユーザーの解
剖学的な側面図を示す。図１ｈは、図１ｇの解剖学的な前弯腰椎と前弯骨盤に相当する、
機械ロボットの解剖学的な骨格の側面図を示す。おおよその角度β＝２０°は、骨盤前部
の傾きを示す。
【００４８】
　図８ａの図は図１ｃの図に相当し、ユーザーが装置１００に接触して座る動作を続け、
装置１００に体重を移し続ける移行状態をより詳細に示す。例のボウルの深さＤ１は約１
．５インチである。図８ｂの図は図１ｄの図に相当し、装置１００が回転し前方へと傾斜
して、体重負荷位置（第２位置）になった状態をより詳細に示す。おおよその角度β＝１
２°は、骨盤前部の前方への傾きを示す。例のボウルの深さＤ２は最大３インチである。
【００４９】
　図８ｂでは、ユーザーの太股遠位の圧力によって部位１０１が下方向に曲がり、部位１
０１は骨盤の坐骨結節がかかる低位置で停止状態を作る。したがって、装置１００は内側
への傾きを維持する骨盤の前方への前弯を安定させる。装置１００は、体重負荷がかかっ
ていない時の重心の均衡点ｂｐ１（図８ａ）から体重負荷のかかっている時の重心の均衡
点ｂｐ２（図８ｂ）へと支持面４０で、着座状態におけるユーザの前方方向に回転する。
図１２ｃの図は、ｂｐ１上の装置１００の位置とｂｐ２上の装置１００の体重負荷位置を
より明確に示す。ｂｐ１上の装置１００の位置は、図１ｂと図１ｃの図に対応し、装置１
００にはユーザーの全体重が完全にかかっていない。ここに記載する説明では、非体重負
荷という語は、図１ｂ、図１ｃ、図８ａに示すように、装置１００が点ｂｐ１上の第１位
置にある状態を表し、体重負荷という語は、図１ｓと図８ｂに示すように、ボウル部のユ
ーザーの全体重を受け、点ｂｐ２上で第２位置に前傾している装置１００の状態を表す。
部位１０１と部位１０４、１０５の背面部は、Ｚの間隔だけ前に移動する。例として、距
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離Ｚは０．５０インチから３．５０インチの範囲で、通常は２．５インチになりうる。平
衡点ｂｐ１の場所およびこの傾斜によって生じた平衡点ｂｐ２の場所の間の変化は、距離
Δによって表され、たとえば、平均して約２．０～２．３インチ、最大２．５０インチと
なる可能性がある。
【００５０】
　図８ｂで、装置１００は、ユーザーの体重負荷がかかった結果、支持面４０（通常は水
平になっている表面）に対して角度θ傾いている。通常、角度θは約１７°である。面４
０での装置の前方への角度θの傾き／回転により、内側への傾きを維持する、基本的に最
適な骨盤の安定が作りだされる。
【００５１】
　部位１０４、１０５の動作、および前部１０１の下向きの湾曲により、部位１０４、１
０５の背面部１６は距離Ｚの分、前に動く。平衡点ｂｐ１の場所およびこの傾斜によって
生じた平衡点ｂｐ２の場所の間の変化は、距離Δによって表される。
【００５２】
　図１２ａは、装置１００の基部の非体重負荷位置（点線）と基部１２の体重負荷位置（
実線）を重ねた上面斜視図である。図８ｂと図１２ｃと同様に、図１２ａの図は、基部１
２において、非体重負荷位置の重心の均衡ｂｐ１から体重負荷位置の重心の均衡ｂｐ２に
かけてＺが前方に変位する様子を示す。図１２ｂは、図１２ａの図の底部斜視図を示す。
【００５３】
　図７ａは、点ｂｐ１上の装置１００の非体重負荷位置と点ｂｐ２への体重負荷位置（前
方に回転）を重ねた側面図を示す。図７ｂは、背後から見た時の図７ａの装置１００の、
ｂｐ１までの切断面（図１２ａ）での断面図を示すものであり、ユーザーの太股遠位が装
置１００の前部を押し下ろす前の坐骨結節骨盤を示している。図７ｃは、背後から見た時
の図７ｃの装置１００の、ｂｐ２までの切断面（図１２ａ）での断面図を示すものであり
、ユーザーの太股遠位が装置１００の前部を押し下ろす前の坐骨結節骨盤を示している。
【００５４】
　図１２ｃは、装置１００の中央線Ａ－Ａ（図１ａ）に平行な位置で取られた装置１００
の断面図を示すものであり、この図により、部位１０４、１０５の背面部１６に対する前
部１０１の関係を示す。図１２ｃは、図１２ａの図の断面図を示すものであり、装置１０
０の２つの位置または状態を示す。図１２ｃの上部の図（図８ａに対応）は、ユーザーの
体重が装置１００にかかっていない場合の装置１００の第１位置を示し、そのボウル部２
０がほぼ水平の状態で母表面４０の上にあることを示す。図１２ｃ（図８ｂに対応）の下
の図は、装置１００の第２位置を示すものであり、この位置は角度θによって示されるよ
うに、下向きに大きく回転／傾斜している。この下向きの回転は、ボウル部２０の部位１
０２、１０３へのユーザーの骨盤下部の体重、およびユーザーの脚によって部分的に引き
起こされたものであり、遠位フライのハムストリング筋、つまり、ユーザーの脚の太股裏
側が、唇に似た部位１０１に置かれて、下方向に大きく湾曲した。
【００５５】
　図１２ｃは、装置１００が元の非体重負荷状態から第２位置（第２の形状）に移行する
時の劇的な差を示す。この重なりは、場所ｂｐ１から場所への中央均衡点の変化を示す。
また、距離Ｚ分、前に移動した背面部１６、前方に移動したボウル部２０、下に曲がって
、母表面４０に接触した前部１０１も示されている。
【００５６】
　図１０ａの切断面Ｇ－Ｇの辺りで取られた図９は、骨盤領域と装置１００のサイズの比
例関係を示すために、典型的な骨盤領域の解剖学的詳細をさらに示すものである。装置１
００の後部から見たこの図には、固い支持面４０に載った装置１００が含まれている。中
央のボウル部２０、部位１０２と１０３に対する坐骨結節の位置ｉが示されている。また
、寛骨臼のほぼ直接下にある側面部１０４、１０５の位置も示す。
【００５７】
　たとえば、図９、図２ａ～図２ｈ、図１０ｃ、図１０ｄ、図１１ｂは、骨盤領域下部へ
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のカッピング効果を示すものであり、このカッピング効果は、装置１００の末端からはみ
出る軟組織には及んでいない。さまざまなサイズの臀部の外形を表す軟組織は、図９でＷ
１、Ｗ２、Ｗ３で示されている。
【００５８】
　図２ａ、図２ｂ、および図９は、典型的な骨盤領域と背骨と共に、遠位大腿骨の解剖学
的な図を示すものであり、平均的な骨盤と装置１００の比例的な大きさを明確に示す。図
２ａ、図９、および図７ａの解剖学的な図（実線）は、装置１００が第２の形状に移った
時の骨盤による前方への傾きを示す。また、坐骨結節がボウル部１２の中央にある時の上
体体重の効果も示す。この体重によって第２の形状が、前部の唇のような形の部位１０１
より下に曲がってゆがむことはなく、側面部１０４、１０５は張力を受けて、上向きに傾
いた背面部１６が前方に引かれる。
【００５９】
　また、図８ｂ、図１０ｂ、および図１０ｆには、装置１００のボウル部２０の深さが増
している状態が示されており（部位１０２、１０３および部位１０４、１０５）、これに
より、骨盤底部出口を直接取り巻く臀筋が包み込まれる。したがって、坐骨結節を包み込
む臀筋と梨状筋の持続的な圧縮は、装置１００によって有利にもたらされるものである。
【００６０】
　図３ｃは、体重が基部１２にかけられて、前部の唇のような形の部位１０１が下向きに
傾く際に起こる変化を点線で示している。ゾーン３の変化は、点線の円によって具体的に
示されている。側面に沿って伸びている長い点線は、着座したユーザーの体重が装置１０
０の中央部にかかった結果、部位１０４と部位１０５の末端／側端が内側に、そして幾分
上方に移動したことを示す。側面部１０４、１０５は、ユーザーの体重が装置１００にか
かっている間、外側ではなく内側に移動したが、これは、ユーザーの太股面の下で部位１
０１が下向きに押されて、側面部１０４、１０５に張力がかかったためである。側面部１
０４、１０５のこの張力により、側面部１０４、１０５が内側に動く。部位１０２～１０
５のさまざまな厚さは、リーフスプリングの１種として機能し、部位１０４、１０４の内
側および上方へのカッピング作用を高める。
【００６１】
　なるべく、基部の前部の唇のような形の部位１０１は、中央ボウル部２０の前部で特定
の曲がり点を持つようになっている。ある実装では、少なくとも１つの柔軟な孤または溝
１５をその表面に提供する（図１２ｃ）。溝１５は、前部１０１全体に亘って伸び、実質
的に縦の中央線Ａ－Ａに対して垂直に交わる。溝１５は前部１０１の柔軟性を高めるだけ
でなく、装置１００を曲げて、ユーザーの太股遠位の底面が前部の唇のような形の部位１
０１に接触した時に、望ましい第２形状ができるようにする。前述したように、前部１０
１の下方への曲げは、背面部１６が前方へと引っ張られるように部位１０４と１０５を通
じて作用する。それぞれ側面部１０２と１０３に沿って伸びている部位１０４と１０５は
、前部１０１と装置１００の背面部１６の間で伸びている一種の引張部を形成する。側面
部１０４と１０５とそのリーフスプリング状のバンド領域（つまり、１Ｃ－１、１Ｄ－１
、４Ｄ－２、４Ｅ、４Ｆ、５Ｆ、５Ｅ、５Ｄ、１Ｄ－２、１Ｃ－２）は、ユーザーが中央
ボウル部１０２、１０３に着座し、ユーザーの太股遠位の底面が前部１０１にかかってい
る時に、背面部１６を前方に引く役割を果たす。背面部１６のこのような前方への動作に
より、側面部１０４と１０５が内側に動くため、臀部の筋肉と梨状筋が極めて望ましい状
態で圧縮されて、坐骨結節を包み込んで筋組織をドーム状に包む形状となる。
【００６２】
　柔軟な孤／溝１５は、装置１００上で部位１０１と部位１０２、１０３がつきあたる点
近くに位置している。溝１５によって、柔軟性が高まるだけでなく、装置１００が溝１５
の近くで曲がる。溝１５により、装置１００に着座したユーザーの圧力がかかる度に、装
置１００の第２形状が同じ状態で形成される。円弧１５は、部位１０１の他の箇所にも作
ることができる（図３ｃ）。
【００６３】
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　装置１００は、自動車のシートなどさまざまな環境で、カウチやイージーチェアなどの
家具のアイテムで、比較的底の固い椅子の上で、あるいはスタジアムなどで見られる固い
シートの上で利用できます（図２ａ～図２ｈなど）。これらのいずれの場合でも、基部１
２のボウル部２０はある程度、上記の一般的な方法で水平に対して下向きに回転／傾斜す
る。
【００６４】
　図２ａ～図２ｄ、図８ａ、図８ｂなどの図では、基部１２が固い表面に置かれた状態で
特定の図解が利用されているが、装置１００が弾力性のある表面または柔らかい表面に置
かれている場合に装置１００の第２形状が得られることも理解する必要がある。柔らかい
表面上のこの第２形状は、人間工学チェアのフォームとファブリックに下がり、固い表面
上にあるかのように、同じ第２形状になる。はみ出している軟組織と基部の前傾角度は視
覚的によりわかりやすいため、特定の絵は固い表面上に載っている状態が示されている。
ただし最も重要なのは、装置１００が実現する同じように極めて有利な傾きと包み込む作
用は基本的に、支持面の固さまたは柔らかさに関係なく発生する点に留意することである
。
【００６５】
　基部１２のさまざまな厚さの領域（図４ａ）は、特定の厚さフローを持つ領域のように
、リーフスプリングバンドとして機能し、さらなる軟組織が、追加のパッドを必要とする
ことなく装置１００の端に移ることができる特に、５つの部位１０１～１０５およびその
さまざまな厚さ領域は、スプリングリーフ構造として機能し、それぞれの厚さが変化した
状態になることから、まさにスプリングリーフアセンブリのように、装置１００が作られ
ている素材の厚さの個々の層と似ている。中央ボウル部２０のユーザーの体重が装置１０
０にかかると、下方向の圧力によって、装置１００のリーフスプリングのようなアセンブ
リが下に押される。部位１０１～１０５とそのさまざまな厚さ領域は、素材である形状記
憶プラスチックのみが頼りの一定した厚さの装置に比べて、新しい種類の装置１００の機
能を提供する。
【００６６】
　部位１０２、１０３（領域２Ｅと３Ｅ）の凹形の溝１１０の「ウィング」はボウルのよ
うな骨盤ゾーン３で、凹形の溝１１０の外側に出た坐骨結節骨盤底を支える。それぞれ側
面部１０２と１０３に沿って伸びている部位１０４と１０５のようなＳ字状の帯は、前部
の唇のような形の部位１０１と基部１２の背面部１６の間で伸びている一種の引張部を形
成する。側面部１０４と１０５とそのリーフスプリング状の帯領域（１Ｃ－１、１Ｄ－１
、４Ｄ－２、４Ｅ、４Ｆ、５Ｆ、５Ｅ、領域１Ｄ－２、１Ｃ－２）は、ユーザーが中央部
位１０２、１０３に着座し、ユーザーの太股遠位の底面が前部１０１にかかっている時に
、背面部１６を前方に引く役割を果たす。背面部１６のこのような前方への動作により、
側面部１０４と１０５が内側に動くため、臀部の筋肉と梨状筋が極めて望ましい状態で圧
縮されて、坐骨結節を包み込んで筋組織をドーム状に包む形状となる。
【００６７】
　基部１２の比較的薄い領域は、ある面のより厚い領域と縦軸Ａ－Ａと交わる横軸Ｅ－Ｅ
　でのねじれと共に、その縦軸Ａ－Ａでの回転、カッピング、支え、およびねじれを協調
的に助ける（図３ｄ、図３ｅ）。横軸Ｅ－Ｅは、前部１０１がボウル部の部位１０２～１
０５と交わる領域の近くにある。部位１０１のより薄い領域は横軸Ｅ－Ｅの近くにあり、
その領域のねじれを可能にする。軸Ａ－Ａと軸Ｅ－Ｅは共に、ここで示される基部１２（
および装置１００）の軸とされる。凹形の溝１１０のより薄い領域と中央の坐骨着座ゾー
ン３は、凹形の溝１１０と中央の骨盤着座ゾーン３が、ユーザーの下部骨盤領域の圧力で
ゆがむのを防ぎ、前記の基部１２の軸上で回転、カッピング、支え、およびねじれは妨げ
られない。
【００６８】
　中央の骨盤着座ゾーンを囲む領域および部位１０２と１０３の凹形の溝１１０は比較的
薄く、外縁に向かって動く。基部はやはり、部位１０４、１０５よりも薄く、装置１００
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による改善された前方への回転と上方への包み込みを行う伸長部／領域となる。
【００６９】
　図１０ｃは、装置１００の体重負荷位置の背面図を解剖学的な図で示すものであり、矢
印は、骨盤・坐骨結節の翼下部に内側への圧力をかける臀筋をボウル部２０によって包み
込んでいる状態を示す。図１０ｄは、装置１００が柔らかい支持面４０ａ上で体重負荷位
置にある背面図を示すものであり、装置１００のボウル部２０は、ユーザーが片側に傾い
ても、臀筋を包み込んで支え続けている。
【００７０】
　図１１ａは、本発明のシーティング器具なしで座面に着座したユーザーを示すものであ
り、矢印は圧力の不適切な分散を示している。図１１ｂは、ユーザーが着座し、体重負荷
位置にある装置１００の背面図を示すものであり、矢印は、装置１００の部位１０２～１
０５のカッピングと支えで圧力が適切に分散されていることを示す。
【００７１】
　さらに、装置１００は、ユーザーの体重がボウル部２０にかかってねじれている時に軸
上でねじれる。装置１００の前方への回転で、ユーザーの骨盤が前弯になり、ユーザーが
装置１００に着座している間、ユーザーの上体または下半身がどのようにねじれたり動い
たりしてもカッピングと支え効果は変わらない（下記でさらに説明）。
【００７２】
　装置１００の部位１０１～１０５とそのさまざまな厚さ領域により、幅広い層の人々に
ユーザーが着座した時の収まりと支えがもたらされる。装置１００およびボウル部２０に
着座したユーザーにより、軸上で傾斜、包み込み、支え、およびゆがみが生じることで、
ユーザーの骨盤を安定させるための動的な支持が継続的に行われ、着座した人のさまざま
な動きを介して骨盤を適切な前弯曲線に維持し、ユーザーを一定した持続的なシステムに
保持する。これはさらに、図１９のフローチャートに関連して説明される。図１９では本
発明の実施形態に従って、人間の姿勢矯正および臀部肥大を抑制するためのプロセス３０
０を示している。本実施形態のプロセスでは、前記の装置１００を利用する。
【００７３】
　一般に、装置１００は、立ち座りができ、典型的な臀部の臀筋がある人間のユーザー（
男性、女性など）に役立つものである。装置１００は支持面（座面など）に配置され、支
持面はその上に載せる装置１００を支えることができるものであれば、所望のものを選ぶ
ことができる（オフィスチェア、車の座席、固定されたベンチ、リクライニングイージー
シート、リクライニングオフィスチェア、リクライニング航空機座席など）。
【００７４】
　ステップ３０１：さまざまな厚さの部位を持つシーティング装置１００を姿勢矯正およ
び臀部肥大抑制のために支持面に配置する。ある実装では、家庭、車、オフィスからさま
ざまな状況で使用するために、装置１００を携帯してシートからシートへと運ぶことがで
きる。ポータブル装置は、少なくとも前記の５つの部位１０１～１０５を備える。別の実
施形態では、オプションの部位１０６の取り付けで背もたれになるが、組み込みではない
。図４ｂは、基部１２（図４ａと類似）およびオプションの背面部１０６（厚さ領域６Ｄ
を含む）の上から見た平面図を示す。
【００７５】
　ステップ３０２：ユーザーは立ち位置から装置１００に座り、その際、立ち位置から装
置１００に座ることで着座位置に姿勢が変化する。
【００７６】
　ステップ３０３：ユーザーの太股遠位が最初に、装置１００の前部の唇のような形の部
位１０１に接触し、装置１００の前部１０１を押し下げる。太股遠位は部位１０１をその
下の支持面に対して押しつける。片方または両方の太股が部位１０１を押し下げることが
でき、その状態で、装置１００は太股遠位によって押され続けたままになる。部位１０２
、１０３、１０４、および１０５はユーザーの臀部で覆われ、装置１００は、最終的に骨
盤の坐骨が部位１０２と１０３の中央に来るまで、はみ出す臀筋と軟組織で満たされる（
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図８ｂ、９）。
【００７７】
　ステップ３０４：装置１００は前傾し（図８ｂ）、リフト傾斜効果をもたらす。リフト
傾斜は、背面部の骨盤仙骨領域を安定させることで直立姿勢を達成する。従来では、骨盤
の仙骨と腸骨稜を押すランバーサポートを使った、椅子の背もたれの作用により直立姿勢
を達成する。さらに、ユーザーが直立姿勢になるには、背もたれまたはランバーサポート
に対して姿勢を正す必要がある。ただし、このような従来の背もたれとランバーサポート
は、本発明によるリフト傾斜効果が生まれない。
【００７８】
　本発明の実施形態によると、装置１００は前方に回転して、典型的な傾斜角度θを最大
約１７°（図８ｂ）にした場合に、リフト傾斜効果を生み出す。この傾斜により、骨盤全
体が同時に上方および前方に持ち上げられる。骨盤は装置１００の中央ボウル部２０に包
まれているため、傾斜は、骨盤が坐骨と仙骨より前に回転しているために生じる以上の角
度である。装置１００のリフト傾斜によって、ボウル部２０の前端において座面との接触
部分から前部に向かって上方へ伸びる傾斜１１１（図８ｃ）で止まり、重心の均衡点ｂｐ
２（図８ｂ）の中央の上で停止するまで、坐骨結節は前方にスライドする。ボウル部２０
の傾斜１１１により、骨盤領域の坐骨結節の前方への動きが妨げられ、ユーザーの下部骨
盤領域は前方に旋回して、支持面上の重心の均衡点において、ボウル部２０の第２位置で
前弯位置となり、その結果、下部骨盤領域がボウル部にある時に、ユーザーの動きに反応
して、前記の重心の均衡点の上に坐骨結節が維持される。
【００７９】
　図８ｃは、図８ｂの基部１２の側面図を示すものであり（機械ロボットの解剖学的な骨
格はなし）、体重負荷位置にある基部１２の傾斜／回転のために重心の均衡点が変わり、
中央部が傾斜している状態を示す。図８ｃも、前部１０１が下に曲がっている様子を示す
。装置１００によるリフト傾斜は、背もたれまたはランバーサポートへのもたれは必要な
い。装置１００によるリフト傾斜は、ユーザーがその上に座った時に生じ、体がどのよう
に動いたりねじれたりしても、あるいは両足が床に不均衡についていても、本装置は個人
に対し、アクティブに適応し続ける。ユーザーの脚が組まれていても、装置１００はリフ
ト傾斜は実現する。上体をどの方向に傾けても、装置１００はリフト傾斜を達成する。装
置１００は、ユーザーと装置１００が関わる持続的なプロセスにおいてリフト傾斜を実現
し、ユーザーが典型的な椅子で特別な座り方をしなくても効果が生じる。　
【００８０】
　ステップ３０５：ユーザーが中央ボウル部２０への着座プロセスを続けると、装置１０
０は着座したユーザーの下部骨盤領域で満たされる（図９）。これには、下部骨盤の坐骨
結節とそれにつながっている臀筋と梨状筋、皮膚、および臀部領域の衣類が含まれる。装
置がさらに筋肉で満たされると、軟組織が座面端部からはみ出る。
【００８１】
　ステップ３０６：側面／背面部１０４と１０５は内側および上方に動いて、着座したユ
ーザーの下部骨盤領域を包み込んで、ユーザーの筋肉と軟組織を望ましい位置と形で支え
、臀筋は、通常、従来の座面上で使われるフォーム、柔軟なメッシュ、フェザー、または
その他のクッションタイプのパッドの代わりとなる。装置１００は臀筋を緩ませ、臀筋と
軟組織が部位１０４と１０５によって周囲から包み込まれた時に、装置１００にアクティ
ブに関与する。筋組織にかかる圧力が均等に分散されることで、装置１００によって操作
される筋組織への圧力は減少する。
【００８２】
　部位１０４と１０５のカッピング効果、および装置１００が前方へ回転（図８ｂ）した
時に凹形の溝１０１の作用によって骨盤が傾いて直立状態に傾斜することで、臀筋は緩ん
だ形になる。緩んだ臀筋は、座った時に背中をまっすぐに支える他の筋肉と靭帯で必要な
締め付け力を劇的に減らす。
【００８３】
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　部位１０４、１０５のカッピングにより、坐骨結節の下および周囲で臀筋と軟組織が形
成、維持される。坐骨結節が普通に、座面に押し下げられると、体重負荷のかかった装置
１００により、坐骨結節はボウル部２０上で緩んだ臀筋によって支えられる。
【００８４】
　ステップ３０７：ユーザーが装置１００に座って、ユーザーの重心が立ち位置から着座
位置に変化すると（つまり、ユーザーの足と全身から骨盤と太股遠位に）、ユーザーの体
重が重心と共に、装置１００の下の支持面に対して移動する。
【００８５】
　ステップ３０８：ユーザーの体重下にある装置１００は骨盤領域を支える。体重が装置
１００を押し下げると、骨盤基部周囲に対する前記の部位１０４、１０５のカッピングは
安定し、下部骨盤の広がりを抑え、骨盤の６つの骨が１つのまとまりとして柔軟に動ける
よう広がるのを防ぐ。したがって、腰仙骨の関節への圧力が制限されるため、仙骨の関節
の磨滅が最小限に抑えられる。保護するように支えられた位置（図８ｂ）で支えながら、
ユーザーが着座し、動いたりねじったりしている時に、骨盤はユーザーの動きと１つにま
とまって動くことができる。
【００８６】
　ステップ３０９：骨盤は、支え前部で旋回する。ボウル部が第２位置になり、全体重と
骨盤が調整された時に（つまり、カッピング効果）、支えは部位１０２～１０５全体を備
える。着座した人がどのような動きをしても、支えは部位１０２～１０５によって継続的
に維持される。支え前部は、部位１０２、１０３の領域の約７°の傾斜領域１１１、およ
び部位１０１の幅に隣接する部位１０４、１０５の領域を備える。重力の作用によってユ
ーザーの体重は装置１００の中央ボウル部２０へと下がり、骨盤下部は支えの前端によっ
て、軸上で傾いて回転する。回転は、部位１０１が交わる部位１０２と１０３の前記の上
方の傾き１１１（図８ｂ）によって停止する。前記の部位１０２と１０３の傾きは、一例
では、水平の支持面から約７°の角度αであり、坐骨の前方への動きを停止するのに十分
な角度である。坐骨が前方にスライドできなくなると、それにより、骨盤上部が前に旋回
して、背骨が鎖状になる。閉鎖性運動連鎖になっている背骨は、骨盤の傾斜に従う必要が
ある。包み込まれた筋組織層内に浮いているが、骨盤の旋回は、上体の体重に応えて装置
１００によって維持される。体重の重力によってできるエネルギーを利用することで、装
置１００は、姿勢矯正および臀部肥大を抑制するための継続的な持続プロセスを提供して
、姿勢と臀部の広がりについて、上体の体重をネガティブな影響からポジティブな影響へ
と変える。
【００８７】
　ステップ３１０：装置１００は骨盤を安定させ、骨盤前部の傾斜を維持する。前記支え
の前部での骨盤の回転は、均衡点ｂｐ２の点で停止する（図８ｂ、図１２ａ、図１２ｂ）
。傾斜したリフトにより、坐骨結節は、部位１０２と１０３の中央ボウル領域の上方への
湾曲／傾斜によって止まるまで前方へスライドする。部位１０２と１０３の前記の傾斜１
１１は坐骨結節の前方への動きを止めて、坐骨上部を前に送りだす。この骨盤の前方への
回転は、上体の体重によって維持される。重心の均衡点ｂｐ２と背骨（適切に並んでバラ
ンスが取れている）の運動連鎖による効果はすべて、装置１００の軸上のねじれによって
維持される。
【００８８】
　背骨が適切に並んでバランスが取れると、胸郭領域に後弯湾曲ができる。頸椎および腰
椎量幾には前弯曲線ができる。これらの湾曲は共に、装置１００が発明に従って提供する
「Ｓ」字型の望ましい視線を作る（図１ｄ、図１６ａ、図１６ｂ、図１６ｃ）。本発明は
、着座したユーザーが背もたれに背を預けることなく、体の自然な均衡を利用して、姿勢
の調整を図る。
【００８９】
　装置１００は、ユーザーの太股遠位と連動して、姿勢の調整プロセスを開始する。装置
が体重負荷（動的）位置になると、ユーザーの太股遠位は水平または水平より上に維持さ
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れ、姿勢の範囲に亘って足を床に平らにつけたままにすることが可能になる。さらに、太
股遠位が前面の唇に似た部位１０１を押し下げるため、部位１０４と１０５は包み込む形
になって装置１００を角度θ（図８ｂ）分前方に回転させ、骨盤を持ち上げて、望ましい
角度関係を達成する。望ましい角度関係には、股関節よりも低い位置になっている膝が関
与する。これにより今度は、上体の体重部分が結節から太股遠位に移され（分散され）、
体重の圧力がより広い領域で共有される。
【００９０】
　ステップ３１１：背骨は前弯し、骨盤の位置によってコントロールされる。骨盤が前方
に回転すると、前弯腰椎は自動的に前弯曲線を作る発明者は、背骨を閉鎖性運動連鎖とし
て利用することで、着座中、より望ましい姿勢と快適さが得られるという予想外の結果を
発見した。
【００９１】
　体重負荷位置にある時、装置１００のカッピングおよび回転の効果により、骨盤は前方
に移動して背骨（図２ａ）に影響を及ぼし、ユーザーの生体構造（肋骨、隔壁など）の前
部によって背骨は下がったり曲がったりしなくなって、前方に下がることができなくなる
まで骨盤に従う。その時点で、背骨はバランスの取れた「中立姿勢」の位置になり、背骨
をまっすぐにするのに必要なピンと張る力はほとんど必要ない。装置１００により、支え
られた骨盤は、バランスの取れた姿勢均衡ｐｂ２で望ましい「Ｓ」字型の姿勢になり、幅
広い範囲の姿勢で自然な配置となる。
【００９２】
　ステップ３１２：体重負荷位置で、装置１００の重心の均衡点はｂｐ１からｂｐ２へと
前方へ変化する（図８ｂ、図１２ａ、図１２ｂ）。均衡（回転軸）点は、装置底部側の重
心ｂｐ２の中央真下にある。装置１００のこの位置で、骨盤は直立の中立姿勢、バランス
の取れた位置で維持される。上体の体重はリング状の骨盤に移動する。独自の前弯曲線が
できたため、重心は仙骨から前方に、坐骨結節の先端へと移動する。重心の均衡点ができ
ると、ユーザーの背骨と骨盤の自然な均衡ができて維持される。発明者は、各ユーザーの
この自然な均衡は独自のものであり、骨盤をコントロールすることで、そして骨盤が鎖状
の腰椎、胸椎、および頸椎をコントロールすることで、装置１００によって生じるものと
判断した。
【００９３】
　図１３ｂは、椅子などの従来のシートに座ったユーザーの実際の圧力図を示すものであ
り、直立姿勢にある時、坐骨結節から複数の高い圧力マークが示されている。より暗い領
域はより高い圧力マークを示す。図１３ａは、装置１００の実施形態に座ったユーザーの
実際の圧力図の底面図を示し、図１３ａはその中で、体重負荷のかかった装置１００が前
方に傾斜／回転して、骨盤領域を包み込んで支えている時にまっすぐな姿勢になり、骨盤
が筋組織内で浮いている間、坐骨結節からの高い圧力マークが図１３ｂよりもはるかに少
なくなっていることを示す。さらに、図１３ａは、チェックも用のダイヤモンド型で示さ
れるユーザーの重心が、装置１００を使った場合、従来のシートに比べ前方へ移動（図の
下部の方）していることを示す。
【００９４】
　ステップ３１３：上体の体重は装置１００に移り、装置は外骨格シェルのようになる。
具体的には、体重負荷のかかっている装置１００によって骨盤が重心の均衡点位置（図２
ａ、図８ｂ）で支えられ、上体の体重は骨盤、次に臀部の軟組織を通じて下に移動し、装
置１００の部位１０１～１０５に基本的に均一に分散される。臀部の軟組織と筋肉が装置
１００（図９）の中央ボウル部２０を占め、部位１０４、１０５が上方向にカップ状にな
るため（図８ｂ、図８ｃ）、装置１００は前記の坐骨結節の筋肉と軟組織に対して外骨格
のようになる。
【００９５】
　ステップ３１４：装置１００は体重と圧力を装置１００の下の支持面に移す。具体的に
は、支持面（座席底面など）のアクティブな矯正器具エリアとして機能する装置１００は
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、ユーザーからの体重と圧力を支持面に分散する。そのため、着座したユーザーの皮膚表
面にではなく、支持面に最大の圧力がかかっている。体重負荷のかかった装置１００によ
る、上体の体重を支持面に移動させる機能は、外骨格のような特質をもたらす。臀部の軟
組織が部位１０４と１０５によって包み込まれると、骨盤は部位１０４と１０５によって
支えられて前方に回転し、前述のように重心点ｂｐ２（図８ａ－１）で安定する。このよ
うな安定が得られると、基本的に、着座したユーザーの全体重は骨から軟組織を介して体
重負荷のかかった装置１００に移動する。装置１００の中央ボウル部は、その体重を支持
面４０に均一に分散する。着座したユーザーの体が動くと、装置１００はユーザーの体重
分散を前記の外骨格効果によって維持する。
【００９６】
　ステップ３１５：着座したユーザーの体が動くと（机上で作業をしている時に体をねじ
るなど）、装置１００は、ユーザーの変化した体位に適応する。
【００９７】
　ステップ３１６：着座したユーザーが動くと、装置１００は軸上でねじれて（図２ｃ、
図２ｄ、図１２ｅ、図１２ｇ）、その支え位置を維持する。装置１００は、軸上のねじれ
によって支えを継続し、一定の動的な骨盤指示を維持する。装置１００は基本的に常に、
前方への傾斜／回転の複数の同時メカニカル機能を調整および維持して、骨盤を筋組織で
浮動させながら骨盤領域を包み込んで支える。
【００９８】
　図３ｄは図３ｃに類似しており、体重が基部１２に移り、前部の唇に似た部位１０１が
下側に傾き、着座したユーザーが右に体をひねった時に基部が軸上でさらにねじれた場合
に生じる変化を点線で示している（図１６ａ～図１６ｃ）。部位１０４、１０５は、骨盤
、仙骨に続いて動的に前方へ動いて、その場所の圧力を維持する。図１２ｆと１２ｇは、
図３ｄに示す軸上でねじれたシーティング装置に対応する側面図と背面図をそれぞれ示す
ものであり、装置１００の体重負荷位置（実線）、および着座したユーザーの上体が右側
に回転したために生じる装置１００の体重負荷位置のねじれ（点線）が重ねられている。
【００９９】
　図３ｅも図３ｃに類似しており、体重が基部１２に移り、前部の唇に似た部位１０１が
下側に傾き、着座したユーザーが左に体をひねった時に基部が軸上でさらにねじれた場合
に生じる変化を点線で示している。図１２ｄと図１２ｅは、図３ｅのシーティング装置に
対応する側面図と背面図をそれぞれ示すものであり、装置１００の体重負荷位置（実線）
、および着座したユーザーの上体が左側に回転したために生じた装置１００の体重負荷位
置のねじれ（点線）が重ねられている。
【０１００】
　装置１００は、凹形の溝１１０の長さに沿った軸上のねじれにより、支えを継続する。
ユーザーの上体がどのようにねじれ、動いても、装置１００は軸上でねじれることによっ
てユーザーの体位に対応し、動的な支えを適用して骨盤を適切な前弯曲線に安定、維持す
る。着座したユーザーが動いたり体をねじったりして骨盤が傾いても、装置１００は軸上
で調整されるようにねじれ、動的な支えを維持して骨盤を安定させる。図２ｃ、図２ｄは
、下半身がねじれている様子、上体の背骨がねじれている様子、および軸上でのねじれが
、ユーザーの体をひねる動作にどのように反応するかを示している。
【０１０１】
　図１４ａ～図１４ｉは、着座したユーザーの体重下の体重負荷位置にある装置１００の
さまざまな斜視図を機械ロボットの解剖学的骨格で示すものであり、着座したユーザーが
長時間、自然に座っている間に動くために生じる背骨のねじれの効果とさまざまな荷重位
置を示している。
【０１０２】
　ユーザーの下部骨盤領域がボウル部に収まった状態で、ユーザーが着座中に体をひねる
と、基部１２とその軸がねじれることで、ボウル部２０の背面部１６がねじれるため、前
述したボウル部２０の部位１０４、１０５上端の上方および内側への動きは、ユーザーの
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下部骨盤領域のねじれに従う。図１６ａ～図１６ｃに示すように、部位１０４と１０５は
上方および内側への圧縮力をかけ続けるため、ボウル位置が前記の第２位置に維持されて
、ユーザーの下部骨盤領域が前方に回転傾斜して前弯位置になる。
【０１０３】
　プロセスステップ３１０～３１６は、ユーザーが装置１００に着座し、動いたり体をね
じったりする間、繰り返され、持続的なシステムを提供する。ユーザーの体が動いたりず
れたりすると、装置１００がユーザーの動きに合わせて軸上でねじれて支え効果が調整さ
れる。基本的に、装置１００の支え効果は、着座したユーザーが自然に動くと「リセット
」されて、着座したユーザーを一定した持続的な正しい姿勢に維持し、臀部肥大を抑制す
る。着座したユーザーに固有の適切な前弯曲線が装置１００によって実現するため、ユー
ザーの重心は仙骨から前方に、坐骨結節の先端へと移動する。重心の均衡点ができると、
ユーザーは自然に均衡がとれ、その状態が維持される。装置１００を利用する各ユーザー
がこの自然な均衡を得られるのは独自のものであり、装置１００が骨盤をコントロールし
、骨盤が鎖状の腰椎、胸椎、および頸椎をコントロールすることで、装置１００によって
達成される。プロセス３００による前記部位１０１～１０５の作用は、ユーザーの体形に
対応、適応するその他の素材または構造物で実装することができる。
【０１０４】
　装置１００は、前記のカッピング、支え、および矯正浮遊を提供することで、体重負荷
位置で外骨格として機能する。筋肉組織の７０％が、脂肪組織の３５％が水分であるため
、皮膚は水で一杯のラテックス製の風船のように作用する。ボウル部２０により、ユーザ
ーの下部骨盤領域の筋肉は、ユーザーの体重の圧力をボウル部２０に均等に分散すること
ができる。ボウル部３２に座った時、ユーザーの下部骨盤領域の筋肉はボウル部を満たし
、坐骨結節によってユーザーの下部骨盤領域の筋肉と軟組織はボウル部２０に押しつけら
れる。ユーザーの下部骨盤領域の筋肉と軟組織が装置１００のボウル部２０を満たすと、
坐骨結節は筋組織内で浮遊し、ユーザーの上体の体重は筋組織を通じて皮膚へと移る。皮
膚は圧力を装置１００に移す。このように、装置１００は外骨格シェルのようになる。外
骨格シェルは、支持面（４０または４０ａ）に配置され、装置１００の内面はユーザーの
体重の全圧力を受け、その圧力を再び支持面に移す。同時に、装置１００のボウル部によ
って筋組織で浮遊する骨盤は安定し、保護されるように支えられる。骨盤は、装置１００
によって前弯の状態を保ちながら、１つにまとまることができる。従来のリクライニング
式シートとは違い、装置１００は、坐骨結節下の圧力点が増すというネガティブな副作用
を生じさせることなく、直立姿勢を可能にする。
【０１０５】
　本発明の望ましい実施形態において、基部１２は、図４ａの例で示すようにさまざまな
厚さのナイロンプラスチックなどの形状記憶素材で成形される一部材である。図４ａの図
では、各種領域の相互に対する相対的な大きさを示し、形状記憶素材の厚さは基本的に、
ある領域から別の領域へ徐々に変化していく。１０１～１０５の各部位は、図４ａにある
ように、素材ごとにグループ化した領域を示すが、部位１０１～１０５には物理的な区切
りはない。
【０１０６】
　本発明の他の実施形態（図６ａ～図６ｐ）では、部位１０１～１０５は個別の部位で、
メンブレン、ケーブル、蝶番、リンクなどの接続機構によって相互に接続されている。図
６ａは、基部１２の部位１０１～１０５の上から見た平面図を示し、図６ｂは、部位１０
１～１０５の斜視図を示し、部位１０１～１０５が接続されているメンブレン１７を備え
た接続機構の例を示す。接続メンブレン１７は示されているように、連続したメンブレン
の形にしたり、部位１０１～１０６に対応した複数のメンブレンの部位にして、部位１０
１～１０５の末端を接続することができる。
【０１０７】
　別の実施形態では、本発明は装置１００の前記部位１０１～１０５（およびオプション
で１０６）を備えた統合システムをシート（車の座席、航空機座席、オフィスのシートな
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ど）に提供する。このような統合システムには、フォーム、プラスチック、浮袋、および
その他の素材など、さまざまな種類の素材で製造できる基部が備わっている。本発明に従
った構成素材の物理的な組成（さまざまな厚さ範囲を持つなど）により、部位１０１～１
０６（図６ａ～図６ｐ）は、本明細書のプロセス３００に記載されているように、着座し
たユーザーの臀部の形に物理的な変化を生じさせることができる。基部１２の部位１０１
～１０６は、プロセス３００に従って連動する。プロセス３００に従って、ナイロンのほ
か、生体力学な発明品などのその他の素材を、コンピュータ化されたデータに対応し、行
動学的な機能を持つ部位１０１～１０６に使用することができる。図６ｃ～６ｉおよび６
ｊ～６ｐの例に示し、以下に説明するように、統合システムでは、個々の部位１０１～１
０６はバラバラにさまざまな角度で動いたり、部分的に相互にスライドして、全体的な器
具のサイズを小さくすることができる。前記の個々の部位１０１～１０５の作用はプロセ
ス３００に従って、各ユーザーの独自の要件に対応する、素材自体にインテリジェンスま
たは情報が組み込まれた他の素材によって実装することができる。プロセス３００に従っ
て、インテリジェンスまたは情報が組み込まれた素材は、コンピュータ化してユーザに適
応する必要がない。ただし、センサー、アクチュエータ、コントローラーを使ったコンピ
ュータ化は実装することができる（図６ｍなど）。
【０１０８】
　図６ｃ～図６ｉは、個々の部位１０１～１０５の統合座席底面構成の例であり、この構
成を使用して、部位１０１～１０５の動きを最適化すると同時に、オフィスシートや車の
座席など第２の座席底面に組み込んだりすることができる。部位１０１～１０５は、編み
込まれた裏打ち（示されていない）または図６ｂのメンブレン１７に似た裏打ちを付けて
まとめ合わせられる。図６ｃは、統合された座席底面構成の部位１０１～１０５の斜視図
を示すものであり、矢印は上述したように、非体重負荷形状から体重負荷形状に変移する
部位１０１～１０５の動きを示す。このまとめ方は大きい構成用のものである。図６ｄは
、第２の体重負荷形状における部位１０１～１０５のやや片側に向けた斜視図を示す。こ
のまとめ方は、強化された上方および内側への構成用のものである。部位間の隙間は、ユ
ーザーの体重で伸びた第２の座席底面の裏打ちによって生じる。一例では、部位１０１～
１０５用に成形されたスクリーンのような裏打ちにより、部位１０１～１０５間でより大
きな柔軟性が得られる。
【０１０９】
　図６ｅは、第２の体重負荷形状にある部位１０１～１０５の別の斜視図を示す。図６ｇ
は、（第２の）体重負荷形状に移行している部位１０１～１０５の斜視図を示す。図６ｇ
は、非体重負荷形状の部位１０１～１０５の斜視図を示すものであり、部位１０４、１０
５、および中央部１０２、２０３の重なりを示す。このまとめ方の調整より小さい構成用
のものである。図６ｈは、非体重負荷状態における部位１０１～１０５のやや片側に向け
た斜視図を示す。図６ｉは、部位１０１～１０５の正面斜視図を示すものであり、非体重
負荷位置の部位１０１～１０５が部分的に重なっている状態を示す。本発明の実施形態に
従って、体重負荷位置では、部位１０１～１０５によって二次形状ができ、骨盤と背骨が
完全に前弯になる。
【０１１０】
　図６ｊ～図６ｐは本発明の実施形態に従って、個々の部位１０１～１０６および接続点
（円錐形によって表示）に関わる統合座席底面構成の別の例を示すものであり、接続点は
、シーティング装置の部位を操作するために部位１０１～１０６を支持環境に接続できる
箇所を示す。
【０１１１】
　図６ｊは、非体重負荷形状時の部位１０１～１０６の底部斜視図を示すものであり、接
続点１９は、部位１０１～１０６を操作するために支持環境に部位１０１～１０６を接続
できる箇所である。図６ｋは、図６ｊの体重負荷形状時の部位１０１～１０６の底部斜視
図を示す。図６ｌは、体重負荷形状時の部位１０１～１０５の底部斜視図を示す。図６ｍ
は、非体重負荷形状時の部位１０１～１０６の底部平面図を示す。本発明の実施形態に従
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って、前記の操作は、複数の接続点で圧力を感知する圧力センサー１９ａ、感知された圧
力情報を処理して制御信号をアクチュエータ１９ｃ（たとえば、接続点１９の側に配置さ
れている）に送信する電子制御装置１９ｂを使用することで、二次形状が生じ、骨盤と背
骨が完全に前弯になるまで部位１０１～１０６を動かすという具合に作動する。
【０１１２】
　図６ｎは、図６ｊの部位１０１～１０６の右側面図を示すものであり、部位１０１～１
０６に近づいて座ろうとしている時のユーザーの、機械ロボットによる解剖学的な骨格を
表している。図６ｏは、図６ｎの部位１０１～１０６の右側面図を示すものであり、機械
ロボットによる解剖学的な骨格が少なくともボウル部に触れようとしている。図６ｐは本
発明の実施形態に従って、図６ｏの部位１０１～１０６の右側面図を示すものであり、機
械ロボットの解剖学的な骨格がボウル部に収まり、太股底面が部位１０１を押し下げて第
２の形状ができ、骨盤と背骨が完全に前弯になっている。
【０１１３】
　別の実施形態では、装置１００を二重座席底面の構成要素にして、骨格を調整し、筋肉
の形状を整えるながら、支持面（サブシート底面）で臀部と太股遠位の軟組織構造を支え
ることができる。男性と女性の平均的な骨盤底のサイズに関する情報が利用されている。
骨盤出口の直径には、前後方向および横断した長さが含まれる。前後方向は尾骨の先端か
ら恥骨結合まで伸び、平均的測定は男性で約３．２５インチ、女性で約５インチである。
前後方向の直径は、尾骨の長さによって異なり、その骨の稼働性によって増減しうる。横
断した長さは坐骨結節の後部から反対側の同じ位置まで伸び、平均的測定は男性で約３．
２５インチ、女性で約４．７５インチである。これらの測定値は基本的に、母集団の身長
、体重、および人種によって左右されることはない。平均的な骨盤の測定値を前提にする
と、本発明によって提供される装置１００は、成人人口の９５％以上の範囲の人々に適し
ている。溝１１０（図３ａ）の尾骨のカップ状領域によって、装置１００の表面が仙骨の
関節と尾骨に接触しないようにさまざまな尾骨角度をなすことができる。
【０１１４】
　装置１００は、従来の座面４０ａに配置（または組み込んで）、二重座席底面にするこ
とができる。第２の座席底面４０ａを追加した場合、非アクティブな従来の座席底面４０
ａと組み合わせた個々の部位１０１～１０５（アクティブな座席底面）が備わった、アク
ティブな（つまり、非静的な）シーティングシステムが実現する。座席底面４０ａは、骨
格と筋肉の構造を支えるように設計され、装置１００の座席底面は、臀部と太股の軟組織
構造をサポートする。装置１００の前記１０１～１０５（およびオプションの部位１０６
）を従来の座席底面４０ａ上に組み合わせることで、ユーザーの体重が装置１００と座席
底面４０ａ上にかかった時に協調システムが実現する。プロセス３００は、二重座席底面
システムに適用される。
【０１１５】
　前述したように、本発明の望ましい実施形態（図１ａ～図１ｄ、図２ａ～図２ｈ、図３
ａ～図３ｆ、図４ａ～図４ｃ、図５、図７ａ～図７ｃ、図８ａ～図８ｄ、図９、図１０ａ
～図１０ｆ、図１１ｂ、図１２ａ～図１２ｆ、図１４ａ～図１４ｉ、図１５、図１６ａ～
図１６ｃ、図１７ａ～図１７ｂ、図１８ａ～図１８ｎ）では、基部１２は、図４ａの例で
示すようにさまざまな厚さのナイロンプラスチックなどの形状記憶素材で成形される一部
材である。図４ａの図では、基部１２の各種領域の相互に対する相対的な大きさを示し、
形状記憶素材の厚さは基本的に、ある領域から別の領域へ徐々に変化していく。１０１～
１０５の各部位は、素材ごとにグループ化した領域を示すが（図４ａ～図４ｂ）、部位１
０１～１０５には物理的な区切りはない。
【０１１６】
　前記の望ましい実施形態に従って、装置１００にはさらに、図１５に示すようにパッド
層１３が含まれる。パッド層１３は、基部１２上部に取り付けられたフォームを備えてい
る。フォームの厚さは、基部の機能に悪影響が及ばないように曲線状になっている。図１
５の上の図は、装置１００上面を上から見た平面図を示すものであり、部位１０１～１０
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５上のフォームパターンを示す（点線で示されている）。図１５はさらに、装置１００の
平面Ｐ－Ｐ、Ｑ－Ｑ、Ｒ－Ｒ、およびＳ－Ｓに沿った断面図を示す。断面は、基部１２を
示す（厚さの度合いを示すことを目的には描かれていない）。断面Ｐ－Ｐにおける基部１
２の各種厚さ領域は、図４ａにＡ、Ｂ、Ｅ、Ｆの文字で、図４ａの厚さの凡例に対応する
ように示されている。断面Ｐ－Ｐのフォーム１３の厚さは、Ｔ１（約４ｍｍの厚さなど）
、Ｔ２（約１０ｍｍの厚さなど）、Ｔ３（約１２ｍｍの厚さなど）として示されている。
フォーム１３は、坐骨先端が前方にスライドして前記傾斜１１１に乗り上げるのを停止す
るための効果を強化し、坐骨先端下部が前記傾斜１１１に乗らないようにすることで骨盤
の前方回転を強化することで、ボウル部２０を介した骨盤の前方回転を強化するため、１
つの基部１２よりも厚い。フォームは、部位１０２～１０５のボウル部２０がユーザーの
下部骨盤領域の筋肉で満たされないようにするため、後部着座ゾーン３が最も薄い。
【０１１７】
　望ましい実施形態において、基部１２は、幅広い温度範囲内で形状と柔軟性を維持でき
るナイロンプラスチック（たとえば、ナイロン６，６）などの形状記憶素材から望ましい
状態で成形される。部位１０１～１０５は１つの部材として成形されるが、図４ａの領域
の厚さの相違は一般に、図４ａの領域の末端に沿って変化して、ユーザーの体重に応じて
望ましい反応をする。
【０１１８】
　部位１０１～１０６の領域で使われるプラスチックは、ＥＶＡ、ＰＵ、およびＭＤＩフ
ォームの形成に必要な熱に都合よく耐えることができる。ポリウレタンフォーム、ポリエ
ステル織物を成形し、ファブリックを溶接するのに必要な熱は約２１８°Ｆ～２８５°Ｆ
である。本発明に従ったまったく新しい基部１２は、９０ポンド以上の負荷がかかった時
に望ましい二次形状または構成をとることができるが、この特定のプラスチック製の基部
１２には、体重がなくなった時に元の構成に戻るという強い傾向があり、この傾向は本発
明の重要な機能である。その他の同様の特性を発揮する素材も使うことが可能である。
【０１１９】
　通気口ｖ（図３ａ）は装置１００では必要ないが、通気性と熱的快適性に役立つ。通気
口のパターンにより、表面の通気性が良くなって快適さが生まれ、熱の伝導と湿気の分散
をユーザーの皮膚から取り除くことができる。熱的快適性は、姿勢によって左右されるべ
きではないため、装置１００には図３ａで望ましいパターンの通気口が備わっている。
【０１２０】
　望ましい実施形態において、基部１２は、基部１２の表面に対して垂直に（つまり、図
４ａの図に垂直に）ナイロンの多様な深さ、厚さの領域を備えている。このようなナイロ
ンには固有の柔軟性と記憶力が備わっているため、元の形状から第２形状まで変化するこ
とができ、多様な厚さ領域は第２形状を強化して、装置１００の動的な反応を高めている
。多様な厚さ領域は、装置１００の第２の体重負荷形状に対して固有の望ましい効果を及
ぼして、体重負荷形状を非体重負荷形状に戻そうと作用し、坐骨を筋組織に浮遊させなが
ら、骨盤領域の前方への傾斜／回転、カッピング、支えを維持するための動的な反応を引
き出す。さらに、ここで指定する例の寸法と厚さ領域を備えた装置１００は、幅広い人口
層に適している。装置１００は、骨盤底の寸法を直接扱い、サブシート底面４０ａは擬人
化した寸法を扱う。人間の解剖学的データベースを基に、本発明の二重座席底面システム
は、全人口にではないが、ほとんどの人に適している。
【０１２１】
　装置１００の望ましい実施形態に対する、製造プロセスの例（図１ａ～図１ｄ、図２ａ
～図２ｈ、図３ａ～図３ｆ、図４ａ～図４ｃ、図５、図７ａ～図７ｃ、図８ａ～図８ｄ、
図９、図１０ａ～図１０ｆ、図１１ｂ、図１２ａ～図１２ｆ、図１４ａ～図１４ｉ、図１
５、図１６ａ～図１６ｃ、図１７ａ～図１７ｂ、図１８ａ～図１８ｎ）では、２つの成形
プロセスが行われる。最初の成形では、基部１２の熱可塑性プラスチックおよび熱硬化性
重合体の射出成形が行われる。最初の成形により、特定のナイロンプラスチック（ナイロ
ン６，６）の射出成形が可能となる。ナイロンプラスチックの射出中、ナイロン製基部と
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同時に形作れるように、両方向極細繊維ポリエステルを型に入れてよい。したがって、ナ
イロン基部とその底面側のファブリックは共に形作られる。次に、ナイロン製基部と双方
向ポリエステルファブリックの底面を、マッチドメタル熱成形と打ち抜き型に配置する。
マッチドメタル熱成形により、複数の同時機能が実行される。まず、マッチドメタル熱成
形により、ポリウレタンフォーム１２と極細繊維ポリエステルが指定の形に形成される。
次に、マッチドメタル熱成形により、両方向ポリエステルファブリック１２が「溶接」さ
れると同時に、ポリエステルファブリックとポリエチレンフォーム１２は図１５の例に示
すように、特定の領域にカットされる。
【０１２２】
　このプロセスは、ＥＶＡ、ＰＵ、およびＭＤＩフォーム１３（以下で詳細を説明）を形
成するのに必要な熱に耐えられる、柔軟で成形可能なプラスチック基部に依存する。ポリ
ウレタンフォーム、ポリエステル織物を成形し、ファブリックを溶接するのに必要な熱は
２１８°Ｆ～２８５°Ｆである。すべての熱可塑性プラスチックおよび熱硬化性重合体に
は、ＥＶＡ、ＰＵ、およびＭＤＩフォーム１３が成形される場合と同様の温度で融点があ
る。これにより、一緒に成形、抜き打ち、および溶接するＥＶＡ、ＰＵ、ＭＤＩフォーム
およびポリエステルファブリックで必要な熱と圧力以下で溶融しない基部ポリマーが特に
必要となる。ナイロン６，６は、この熱に耐えられると同時に、射出可能なポリマー１２
になることができる。
【０１２３】
　ナイロンは前記の熱成形プロセスに耐えられるが、適切に機能するだけの十分な柔軟性
がない。したがって、成形プロセスが終わった後、固有の柔軟性を取り戻すには、蒸気加
熱する必要がある。本発明は、ナイロン基部１２を取り囲むフォームおよびファブリック
１３と同じ温度で溶融しない、固有の柔軟性と形状記憶特性を備えた射出可能なナイロン
１２を有することができることを公表する。これには、ナイロン６，６の組成および固有
の柔軟性を取り戻すための蒸気加熱が関わる。
【０１２４】
　プロセスの別の側面では、装置１００の内部領域にカットされた通気口ｖが関わると同
時に、ポリエステルファブリックおよびＥＶＡ、ＰＵ、およびＭＤＩフォーム１３を共に
溶接することもできる。装置１００全体にわたるさまざまな形、サイズ、および箇所のこ
れらの穴（マッチドメタルダイ対象の平面なし）は、フォーム１３の成形のために適切に
形成する必要があるだけでなく、打ち抜きブレードが鈍化しないように正確に金型の底面
に合わせて、少しの熱と圧力でファブリックの両面を同時に溶接して、正確な箇所でカッ
トできる必要がある。
【０１２５】
　一例では、装置１００は、一般にポリアミドとして知られる合成ポリマーでできたナイ
ロン基部１２を備える。その後に、ポリアミド６、１０、１１、および１２が、環状化合
物であるモノマーに基づいて開発された（たとえば、カプロラクタムナイロン６，６は、
縮重合で製造された素材である）。ＥＶＡ（エチレン酢酸ビニール）フォームは、エチレ
ンとビニールの共重合体である。基部１２のＰＵポリウレタンフォーム１２には、幅広い
剛性、固さ、および密度をカバーするポリウレタン製剤が含まれる。ポリウレタン材、Ｉ
ＵＰＡＣ（ＰＵＲまたはＰＵ）は、ウレタン結合でつながった有機単位の鎖からなるポリ
マーである。ウレタンポリマーは、２つ以上のイソシアネート官能基を含んだモノマーが
、２つ以上の水酸基（アルコール）群を含んだ別のモノマーと触媒を介して反応すること
で、逐次重合によって形成される。
【０１２６】
　ＭＤＩ　ＰＰＧ形状記憶フォーム１３は、ポリウレタンと粘度を増す追加の化学物質か
らなる。粘弾性ポリウレタンフォームと呼ばれることが多い。一部の製剤では、冷やすと
固くなる。より高密度な形状記憶フォームは、体温に反応して、数分で暖かい人体の形に
合わすことができる。より低密度名形状記憶フォームは圧力に敏感で、体の形にすばやく
合わせる。
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【０１２７】
　両方向極細繊維ポリエステルファブリックまたは両方向ポリエステルファイバーマイク
ロファイバーは、重さが１デニールに満たない合成繊維として言及される。最も一般的な
種類のマイクロファイバーは、ポリエステル、ポリアミド（ナイロン）、および／または
ポリエステルとポリアミドの結合でできている。
【０１２８】
　マイクロファイバーは、不織布、織布、およびニット織物を作るために使用される。形
、サイズ、および合成繊維の組み合わせは、柔らかさ、耐久性、吸収力、ウィッキング力
、撥水性、電気力学、およびフィルター機能など、特定の特性によって選択される。マイ
クロファイバーは一般に、アパレル、椅子張り、産業用フィルター、およびクリーニング
製品に使用されている。
【０１２９】
　上記の説明で、多数の特定の詳細が明記されている。ただし、本発明の実施形態はこれ
らの特定の詳細なしで実施できることを理解する必要がある。たとえば、よく知られてい
る同等の構成材と要素を、本明細書で説明したものの代わりにすることができ、同様に、
よく知られている同等の技法を、開示された特定の技法の代わりにすることができる。他
の例では、よく知られている構造と技法は、本説明の理解をわかりにくくするのを避ける
ため、詳細は示されていない。
【０１３０】
　本明細書の「一実施形態」、「一部の実施形態」または「その他の実施形態」への言及
は、その実施形態に関連して説明される特定の機能、構造、または特性が少なくとも一部
の実施形態に含まれるが、必ずしもすべての実施形態に含まれるのではないことを意味す
る。「一実施形態」または「一部の実施形態」といったさまざまな表現は、必ずしもすべ
てが同じ実施形態を指しているものではない。本明細書で、構成要素、機能、構造、また
は特性が含まれている「可能性が高い」、「可能性がある」、「かもしれない」と記載さ
れている場合、その特定の構成要素、機能、構造、は含める必要がない。本明細書または
請求事項が「１つ」の要素について言及している場合、その要素が１つしかないことを意
味するものではない。本明細書または請求事項が「追加の」要素と言及している場合、そ
の追加要素が複数あることを除外するものではない。
【０１３１】
　特定の代表的実施形態が付随する図面で説明され、示されているが、このような実施形
態は実例を示すためだけのものであり、本発明を限定するものでなく、本発明は、当分野
の技術者によって他のさまざまな改変が行われる可能性があるため、説明、示されている
特定の構造または配置に限定されるものではないことを理解する必要がある。
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